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一　

は
じ
め
に

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
っ
て
福
島
第
一
原
発
事
故
が
発
生
し
た
。
そ
れ
を
契
機
に
、
韓
国
は
、

日
本
の
食
物
が
放
射
能
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
輸
入
規
制
措
置
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
件
は
、
日
本
の
申
立

て
に
よ
り
、
こ
れ
ら
措
置
の
一
部
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
設
立
協
定
の
附
属
書
一
Ａ
「
物
品
の
貿
易
に
関
す
る
多
角
的
協
定
」
の
一
つ
で
あ
る

「
衛
生
植
物
検
疫
措
置
の
適
用
に
関
す
る
協
定
」（
以
下
、
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

　

本
件
の
特
筆
す
べ
き
点
の
一
つ
は
、
放
射
能
汚
染
と
食
の
安
全
の
問
題
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
Ｄ
Ｓ
Ｂ
（
紛
争
解
決
機
関
）
に
お
い
て
初
め

て
争
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
Ｄ
Ｓ
Ｂ
に
付
託
さ
れ
た
Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
と
Ｅ
Ｃ
バ
イ
テ
ク
事
件
に
お
い
て
も
先
進
的
な

科
学
技
術
と
食
の
安
全
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
事
案
で
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
成
長
促
進
ホ
ル
モ
ン
と
遺
伝
子

組
換
え
技
術
が
人
の
健
康
（
後
者
の
場
合
は
環
境
を
含
む
）
に
も
た
ら
す
リ
ス
ク
で
あ
っ
た
。

　

本
件
の
も
う
一
つ
の
特
筆
す
べ
き
点
は
、
日
本
が
パ
ネ
ル
の
段
階
で
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
勝
訴
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
問
題
の

措
置
を
事
実
上
容
認
す
る
上
級
委
員
会
の
報
告
に
よ
っ
て
逆
転
敗
訴
す
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
上
級
委
員
会
が

パ
ネ
ル
の
認
定
と
結
論
の
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
本
件
の
よ
う
に
パ
ネ
ル
の
実
体
的
な
認
定
と
結
論
が
全
て
取
り
消

さ
れ
る
と
い
う
の
は
異
例
の
事
態
（
パ
ネ
ル
報
告
の
事
実
上
の
破
棄
）
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
政
府
と
し
て
は
、
本
件
の
勝

訴
を
通
じ
て
、
福
島
第
一
原
発
事
故
以
降
に
五
三
の
国
・
地
域
と
Ｅ
Ｕ
で
実
施
さ
れ
て
い
る
日
本
食
物
の
輸
入
規
制
の
撤
廃
又
は
緩

和
に
繋
げ
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
が
裏
目
に
出
る
結
果
と
な
っ
た）

1
（

。
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二　

事
件
の
経
緯

　

福
島
第
一
原
発
事
故
を
契
機
と
し
て
、
韓
国
は
、
日
本
の
食
物
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
輸
入
規
制
措
置
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
は
、
こ
れ
ら
規
制
措
置
の
一
部
が
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
に
反
す
る
と
の
申
立
て
を
Ｄ
Ｓ
Ｂ
に
対
し
て
行
っ
た
。

1　

韓
国
の
輸
入
規
制
措
置

　

福
島
第
一
原
発
事
故
以
前
、
韓
国
は
、
他
国
か
ら
の
輸
入
食
物
と
同
様
、
ラ
ン
ダ
ム
に
抽
出
し
た
日
本
か
ら
の
輸
入
食
物
に
対
し

て
、
セ
シ
ウ
ム
と
ヨ
ウ
素
の
国
境
検
査
を
実
施
し
て
い
た
。
し
か
し
、
同
原
発
事
故
後
、
韓
国
は
、
こ
う
し
た
国
境
検
査
制
度
を
強

化
す
る
だ
け
で
な
く
、
追
加
検
査
要
求
と
輸
入
禁
止
の
措
置
ま
で
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
、
日
本
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
後

に
韓
国
が
日
本
の
食
物
に
対
し
て
実
施
し
た
全
て
の
輸
入
規
制
措
置
に
つ
い
て
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
違
反
を
申
立
て
た
訳
で
は
な
く
、
そ

の
対
象
を
二
種
類
の
措
置
に
限
定
し
て
い
る）

2
（

。

　

そ
の
一
つ
は
、
セ
シ
ウ
ム
と
ヨ
ウ
素
の
検
査
に
加
え
て
、
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
と
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
追
加
検
査
を
も
要
求
し
た
措
置

で
あ
る
。
福
島
第
一
原
発
事
故
直
後
の
三
月
一
四
日
、
先
ず
、
韓
国
は
、
日
本
の
生
鮮
農
林
産
品
、
畜
産
物
及
び
福
島
、
青
森
、
宮

城
、
岩
手
県
産
の
水
産
物
に
対
し
て
、
セ
シ
ウ
ム
と
ヨ
ウ
素
の
サ
ン
プ
ル
検
査
を
実
施
し
た
。
こ
う
し
た
韓
国
の
国
境
検
査
は
、
数

日
後
に
は
、
こ
れ
ら
四
県
産
の
全
て
の
農
林
産
品
、
加
工
食
品
及
び
食
品
添
加
物
に
拡
大
さ
れ
、
同
月
二
五
日
に
は
日
本
全
国
か
ら

輸
入
さ
れ
る
水
産
物
に
対
し
て
も
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
同
年
五
月
一
日
、
韓
国
は
、
こ
う
し
た
国
境
検
査
に
よ
っ
て
日
本
の
農
林
産
品
、
加
工
食
品
及
び
食
品
添
加
物
か
ら
一

キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
〇
・
五
ベ
ク
レ
ル
（
以
下
、
ベ
ク
レ
ル/kg

を
単
に
ベ
ク
レ
ル
と
表
記
）
を
超
え
る
セ
シ
ウ
ム
又
は
ヨ
ウ
素
が
検

出
さ
れ
た
場
合
に
、
日
本
が
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
と
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
追
加
検
査
を
実
施
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
。
追
加
検
査
を
実
施
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し
た
場
合
、
両
放
射
性
核
種
の
線
量
が
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
と
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
国
際
食
品
規
格
を
策
定
す
る
政
府
間

機
関
）
の
規
格
を
下
回
る
証
明
書
の
提
出
が
四
七
都
道
府
県
に
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

二
〇
一
三
年
七
月
二
二
日
、
東
京
電
力
の
定
例
記
者
会
見
に
お
い
て
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
伴
っ
て
放
射
能
汚
染
さ
れ
た
地
下

水
が
港
湾
内
に
漏
出
し
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
同
年
九
月
九
日
、
韓
国
は
、
食
物
（
輸
入
食
物

を
含
む
）
の
セ
シ
ウ
ム
許
容
限
度
を
三
七
〇
ベ
ク
レ
ル
か
ら
日
本
と
同
じ
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
に
変
更
す
る
と
同
時
に
、
追
加
検
査
の

対
象
を
畜
産
物
と
水
産
物
に
ま
で
拡
大
す
る
措
置
を
取
っ
た
。

　

日
本
の
申
立
て
は
、
こ
れ
ら
措
置
の
中
で
、
農
林
産
品
な
ど
を
対
象
と
し
た
二
〇
一
一
年
五
月
一
日
の
追
加
検
査
要
求
（
以
下
、

追
加
検
査
要
求
措
置
）
と
そ
の
範
囲
を
畜
産
物
と
水
産
物
に
ま
で
拡
大
し
た
二
〇
一
三
年
九
月
九
日
の
措
置
（
以
下
、
追
加
検
査
要
求

拡
大
措
置
）
の
み
を
対
象
と
し
て
お
り
、
韓
国
が
国
境
で
実
施
す
る
セ
シ
ウ
ム
と
ヨ
ウ
素
の
サ
ン
プ
ル
検
査
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　

韓
国
の
実
施
し
た
も
う
一
つ
の
規
制
措
置
は
、
輸
入
禁
止
の
そ
れ
で
あ
る
。
当
該
措
置
に
は
、
一
部
地
域
か
ら
の
特
定
産
品
の
輸

入
を
禁
止
す
る
も
の
（product-specific im

port bans

）
と
、
一
部
地
域
か
ら
の
水
産
物
の
輸
入
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
も
の

（blanket im
port ban

）
と
が
あ
る
。
日
本
は
、
追
加
検
査
要
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
完
全
な
撤
廃
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
輸
入

禁
止
に
関
し
て
は
、
日
本
自
身
が
国
内
で
出
荷
制
限
を
実
施
し
て
い
た
関
係
か
ら
、
申
立
て
の
対
象
範
囲
を
か
な
り
絞
り
込
ん
で
い

る
。

　

先
ず
、
特
定
産
品
の
輸
入
禁
止
措
置
は
、
日
本
国
内
の
出
荷
制
限
に
平
仄
を
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
採
用
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
一

年
に
採
用
さ
れ
た
五
県
産
の
農
林
産
品
（
パ
ネ
ル
設
置
時
点
で
は
一
三
県
産
の
二
七
種
類
の
農
林
産
品
）
を
対
象
に
し
た
も
の
と
、
二

〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
三
年
に
か
け
て
採
用
さ
れ
た
八
県
（
青
森
、
千
葉
、
福
島
、
群
馬
、
茨
城
、
岩
手
、
宮
城
、
栃
木
）
産
の
五
〇

種
類
の
水
産
物
を
対
象
に
し
た
も
の
と
が
あ
る
。
日
本
の
申
立
て
は
後
者
の
み
を
対
象
と
し
て
お
り
、
し
か
も
福
島
県
産
の
ス
ケ
ト

ウ
ダ
ラ
と
五
県
（
青
森
、
福
島
、
茨
城
、
岩
手
、
宮
城
）
産
の
マ
ダ
ラ
を
対
象
と
し
た
二
〇
一
二
年
の
措
置
（
以
下
、
特
定
水
産
物
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輸
入
禁
止
措
置
）
に
的
を
絞
っ
て
い
る
。

　

次
に
、
全
面
的
輸
入
禁
止
措
置
は
、
前
記
の
東
京
電
力
の
記
者
会
見
を
契
機
と
し
て
、
セ
シ
ウ
ム
の
許
容
限
度
の
引
き
上
げ
及
び

追
加
検
査
要
求
の
範
囲
拡
大
と
同
時
に
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
右
と
同
じ
八
県
産
の
水
産
物
の
輸
入
を
全
面
的
に
禁
止
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
実
際
の
申
立
て
の
対
象
は
、
八
県
産
の
二
八
種
類
の
水
産
物
（
ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
と
マ
ダ
ラ
を
含

む
）
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
全
面
的
輸
入
禁
止
措
置
）。

2　

Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
関
連
規
定

　

二
〇
一
五
年
五
月
二
一
日
、
日
本
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｕ
（
紛
争
解
決
手
続
了
解
）
の
四
条
に
基
づ
い
て
、
韓
国
の
輸
入
規
制
措
置
の
撤
廃

に
向
け
た
見
通
し
な
ど
に
関
す
る
事
前
協
議
を
韓
国
に
要
請
し
た
。
両
国
間
の
協
議
が
翌
月
の
二
四
日
か
ら
二
五
日
に
か
け
て
行
わ

れ
た
も
の
の
、
韓
国
側
か
ら
今
後
の
撤
廃
の
見
通
し
な
ど
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
不
調
に
終
わ
っ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
は
、
同

年
八
月
二
〇
日
、
パ
ネ
ル
の
設
置
を
Ｄ
Ｓ
Ｂ
に
要
請
し
、
前
記
四
種
類
の
措
置
（
以
下
、
問
題
の
措
置
と
総
称
）
が
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
以

下
の
規
定
に
反
す
る
と
主
張
し
た）

3
（

。

　

先
ず
、
問
題
の
措
置
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
の
透
明
性
の
確
保
を
謳
っ
た
七
条
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
附
属
書
Ｂ
に
反
す
る
。
日
本
が
問

題
の
措
置
に
関
す
る
情
報
を
繰
り
返
し
要
請
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
韓
国
は
、
か
か
る
照
会
を
完
全
に
無
視
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

日
本
は
韓
国
政
府
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
関
連
情
報
を
入
手
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
韓
国
の
不
誠
実
な
対
応
は
、
自

国
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
規
制
の
情
報
提
供
義
務
を
定
め
た
七
条
と
そ
れ
に
基
づ
く
附
属
書
Ｂ
⑴
の
「
Ｓ
Ｐ
Ｓ
規
制
の
迅
速
な
公
表
義
務
」
及
び

⑶
の
「
規
制
内
容
の
照
会
へ
の
対
応
に
責
任
を
負
う
照
会
所
の
設
置
義
務
」
に
反
す
る
。

　

次
に
、
問
題
の
措
置
は
、「
技
術
的
及
び
経
済
的
実
行
可
能
性
を
考
慮
し
て
合
理
的
に
利
用
可
能
な
他
の
措
置
」
と
比
較
し
て
、

韓
国
の
衛
生
植
物
検
疫
（
Ｓ
Ｐ
Ｓ
）
上
の
「
適
切
な
保
護
の
水
準
」（appropriate level of protection, 

Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
）
を
達
成
す
る
た
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め
に
「
必
要
で
あ
る
以
上
に
貿
易
制
限
的
で
な
い
」
こ
と
を
確
保
す
る
義
務
を
課
し
た
五
条
六
項
に
反
す
る
。

　

第
三
に
、
問
題
の
措
置
は
、「
同
一
又
は
同
様
の
条
件
の
下
に
あ
る
加
盟
国
の
間
」
に
お
け
る
「
恣
意
的
又
は
不
当
な
差
別
」
に

該
当
し
、
さ
ら
に
「
国
際
貿
易
に
対
す
る
偽
装
し
た
制
限
」
と
な
る
よ
う
な
態
様
で
適
用
さ
れ
て
い
る
点
で
、
二
条
三
項
の
第
一
文

と
第
二
文
に
反
す
る
。

　

最
後
に
、
追
加
検
査
の
要
求
は
、
日
本
の
産
品
が
韓
国
の
同
種
産
品
よ
り
も
手
続
上
不
利
に
扱
わ
れ
て
い
る
、
検
査
対
象
に
追
加

さ
れ
た
放
射
性
核
種
の
線
量
に
関
す
る
情
報
提
供
が
手
続
上
不
要
で
あ
る
、
手
続
が
妥
当
か
つ
必
要
な
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
、

手
続
施
設
の
場
所
の
選
択
基
準
が
同
一
で
な
い
と
い
っ
た
点
で
、
管
理
、
検
査
及
び
承
認
の
手
続
に
関
す
る
八
条
と
そ
れ
に
基
づ
い

た
附
属
書
Ｃ
⑴
の
⒜
⒞
⒠
⒢
に
反
す
る
。

3　

本
稿
の
射
程

　

パ
ネ
ル
は
、
五
条
七
項
、
五
条
六
項
、
二
条
三
項
、
八
条
・
附
属
書
Ｃ
、
七
条
・
附
属
書
Ｂ
の
順
序
で
適
合
性
の
審
査
を
進
め
て

い
る
。
五
条
七
項
と
の
適
合
性
は
、
そ
も
そ
も
日
本
の
請
求
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
パ
ネ
ル
自
身
が
審
査
対
象
に
追
加
し
た
問
題

で
あ
る
。
韓
国
が
五
条
七
項
に
基
づ
い
て
問
題
の
措
置
を
暫
定
的
に
採
用
し
た
と
主
張
し
て
い
る
た
め
に
、
同
規
定
の
「
適
合
性
の

判
断
が
申
立
て
の
実
体
的
要
素
の
検
討
に
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
（7.67

）。
当
然
、
こ
う
し
た
五
条
七

項
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
上
級
委
員
会
に
よ
っ
て
、
そ
の
是
非
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

4
（

。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
分
析
範
囲
を
本
件
の
中
心
的
な
争
点
と
な
っ
た
実
体
規
定
の
五
条
六
項
と
二
条
三
項
に
関
す
る
パ
ネ
ル
と
上
級

委
員
会
の
判
断
に
限
定
し
、
右
記
の
五
条
七
項
と
手
続
規
定
の
七
条
・
附
属
書
Ｂ
及
び
八
条
・
附
属
書
Ｃ
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
取

り
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。
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三　

パ
ネ
ル
の
報
告

　

二
〇
一
五
年
九
月
二
八
日
の
Ｄ
Ｓ
Ｂ
会
合
に
お
い
て
パ
ネ
ル
の
設
置
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
報
告
は
二
〇
一
八
年
二
月
二
二
日
に
加

盟
国
へ
送
付
さ
れ
て
い
る）

5
（

。
パ
ネ
ル
は
、
五
条
が
二
条
の
「
よ
り
具
体
的
な
表
現
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
二
条
三
項
と
の
適
合

性
を
審
査
す
る
前
に
五
条
六
項
と
の
そ
れ
を
先
行
審
査
し
て
い
る
（7.17

）。

1　

五
条
六
項
と
の
適
合
性

　

問
題
の
措
置
が
五
条
六
項
に
反
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
は
、
申
立
国
の
日
本
に
帰
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
は
、
自
国

の
提
案
す
る
「
他
の
措
置
」
に
関
し
て
、
技
術
的
及
び
経
済
的
実
行
可
能
性
を
考
慮
し
て
合
理
的
に
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
、
韓
国

の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る
こ
と
、
問
題
の
措
置
よ
り
も
貿
易
制
限
の
程
度
が
相
当
に
小
さ
い
こ
と
の
三
要
件
（
同
規
定
の
注
を
含
む
）

を
具
備
す
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（7.116-117

）。

⑴　
「
他
の
措
置
」
の
合
理
的
利
用
可
能
性

　
「
他
の
措
置
」（another m

easure

）
と
は
、
申
立
国
が
被
申
立
国
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
提
案
し
た
措
置
（
以
下
、

代
替
措
置
）
で
あ
る
。
日
本
が
韓
国
の
追
加
検
査
要
求
と
輸
入
禁
止
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
提
案
し
た
措
置
は
、「
セ
シ
ウ
ム
の
検

査
の
み
を
実
施
し
、
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
セ
シ
ウ
ム
を
含
む
食
物
を
拒
絶
す
る
措
置
」
で
あ
る
（7.123

）。
つ
ま
り
、
日
本

は
、
食
物
に
含
ま
れ
る
セ
シ
ウ
ム
が
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
以
下
で
あ
れ
ば
、
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
と
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
線
量
が
許
容

限
度
内
に
あ
る
こ
と
が
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
科
学
的
に
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
放
射
性
核
種
に
関
す
る
追
加
検
査
を

わ
ざ
わ
ざ
実
施
す
る
必
要
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

韓
国
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
以
前
よ
り
日
本
か
ら
の
輸
入
食
物
に
対
し
て
セ
シ
ウ
ム
と
ヨ
ウ
素
の
ラ
ン
ダ
ム
な
国
境
検
査
を
実
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施
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
実
績
を
踏
ま
え
て
、
パ
ネ
ル
は
、
代
替
措
置
が
「
技
術
的
及
び
経
済
的
に
完
全
に
実
行
可
能
で
あ
る
」
こ

と
が
日
本
に
よ
っ
て
一
応
（prim

a facie

）
証
明
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
韓
国
の
反
証
は
無
か
っ
た
と
認
定
し
た
（7.149

）。

⑵　

貿
易
制
限
の
程
度
が
相
当
に
小
さ
い
こ
と

　

韓
国
自
身
、
代
替
措
置
が
輸
入
禁
止
措
置
よ
り
も
貿
易
制
限
的
で
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
問
題
は
、
追
加
検
査

の
要
求
が
代
替
措
置
よ
り
も
貿
易
制
限
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
パ
ネ
ル
は
、
代
替
措
置
が
多
大
の
追
加
的
な
時

間
と
費
用
を
伴
う
追
加
検
査
の
要
求
よ
り
も
貿
易
制
限
の
程
度
が
相
当
に
小
さ
い
こ
と
が
日
本
に
よ
っ
て
一
応
証
明
さ
れ
、
そ
れ
に

対
す
る
韓
国
の
反
証
は
無
か
っ
た
と
認
定
し
た
（7.150, 156

）。

⑶　

韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
達
成

　

最
後
の
要
件
は
、
代
替
措
置
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
パ
ネ
ル
は
、
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
同
定
し
た
の
ち
、

関
係
産
品
の
リ
ス
ク
分
析
に
照
ら
し
て
代
替
措
置
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
る
（7.174

）。

　

①　

韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ

　

加
盟
国
に
は
、
自
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
決
定
す
る
黙
示
的
な
義
務
が
あ
る
（
豪
州
サ
ケ
事
件
の
上
級
委
員
会
）。
加
盟
国
は
、
Ａ
Ｌ
Ｏ

Ｐ
を
定
量
的
に
決
定
す
る
必
要
は
な
い
も
の
の
、
保
護
の
程
度
、
そ
の
範
囲
又
は
相
対
的
な
量
、
若
し
く
は
加
盟
国
の
許
容
又
は
受

忍
可
能
な
リ
ス
ク
に
関
す
る
加
盟
国
の
立
場
を
表
し
た
「
一
定
の
閾
」（certain threshold

）
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
イ

ン
ド
農
産
物
事
件
の
パ
ネ
ル
）。
し
た
が
っ
て
、
加
盟
国
は
、「
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
関
連
規
定
の
適
用
が
…
…
不
可
能
に
な
る
ほ
ど
曖
昧

又
は
多
義
的
に
」
保
護
水
準
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
盟
国
が
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
設
定
し
て
い
な
い
又
は
十
分
明
確
に
設
定
し

て
い
な
い
場
合
に
は
、
パ
ネ
ル
が
実
際
に
適
用
さ
れ
て
い
る
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
に
反
映
さ
れ
た
保
護
水
準
に
基
づ
い
て
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
確
定

す
る
（establish

）
こ
と
が
で
き
る
（
豪
州
サ
ケ
事
件
の
上
級
委
員
会
）。

　

韓
国
は
、
第
一
次
意
見
書
の
中
で
、
自
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
に
つ
い
て
、
韓
国
の
人
達
の
摂
取
す
る
食
物
の
放
射
線
量
を
、「
通
常
の
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環
境
―
―
つ
ま
り
重
大
な
原
子
力
事
故
に
伴
う
放
射
線
が
存
在
し
な
い
場
合
―
―
の
レ
ベ
ル
に
維
持
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
食
物
の
放

射
能
汚
染
の
レ
ベ
ル
を
合
理
的
に
達
成
可
能
な
最
低
限
（as low

 as reasonably achievable, 

Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
）
の
レ
ベ
ル
」
に
維
持

す
る
保
護
水
準
と
定
式
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
固
定
さ
れ
た
定
量
的
な
閾
値
で
は
な
く
、
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
下
回
る

非
常
に
高
度
な
保
護
水
準
の
達
成
」
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
第
二
回
口
頭
陳
述
）。
し
た
が
っ
て
、
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
の
線
量
限
度
は
、
リ
ス
ク
の
許
容
レ
ベ
ル
の
下
限
を
示
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
（7.162-163

）。

　

し
か
し
、
パ
ネ
ル
は
、
韓
国
の
定
式
化
し
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
つ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
韓
国
は
、

通
常
の
環
境
の
放
射
線
量
を
超
え
な
い
こ
と
及
び
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
の
二
つ
の
目
的
に
留
意
し
た
上
で
、
公
衆
の

線
量
限
度
と
し
て
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
い
う
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
を
採
用
し
て
い
る
。
国
際
放
射
線
防
護
委
員

会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
）
と
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
も
、
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
総
線
量
限
度
と
個
別
放
射
性
核
種
の
指
針
レ
ベ
ル
を
決
定
す

る
際
に
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
原
則
を
適
用
し
て
い
る
。
第
二
に
、
パ
ネ
ル
の
選
任
し
た
専
門
家
（
以
下
、
委
嘱
専
門
家
）
は
、
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ

原
則
が
食
物
の
線
量
限
度
を
決
定
す
る
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
を
食
物
の
国
際
的
許
容
基
準
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
（
ブ
ラ
ウ
ン
女
史
、A

nspaugh

教
授
）、「
通
常
の
環
境
」
と
い
う
概
念
に
は
馴
染
み
が
な
く
、
む
し
ろ
食
物
摂
取
に
よ
る
追
加

的
な
被
曝
に
関
し
て
は
、
通
常
の
環
境
の
放
射
線
量
又
は
「
基
礎
的
線
量
」（background dose

）
に
あ
ま
り
追
加
す
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
（Skuterud

博
士
）
を
指
摘
し
て
い
る
（7.165, 170

）。

　

パ
ネ
ル
の
最
後
の
指
摘
は
、
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
が
固
定
さ
れ
た
定
量
的
な
閾
値
で
は
な
い
と
す
る
主
張
に
関
し
て
、
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
は

Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
義
務
を
回
避
す
る
ほ
ど
曖
昧
又
は
多
義
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
前
の
パ
ネ
ル
は
、

Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
に
反
映
さ
れ
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
確
認
す
る
た
め
に
実
際
に
適
用
さ
れ
た
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
を
参
照
し
て
き
た
。
加
盟
国
が
定
量

的
な
線
量
限
度
を
明
示
し
た
特
定
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
を
適
用
し
て
い
る
場
合
、
当
該
限
度
を
下
回
る
線
量
レ
ベ
ル
の
食
物
が
同
国
の
Ａ

Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る
こ
と
の
徴
憑
で
あ
る
。
韓
国
は
、
問
題
の
措
置
だ
け
で
な
く
、
食
物
全
体
に
つ
い
て
、
人
工
放
射
性
核
種
に
関
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す
る
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
総
線
量
限
度
を
設
定
し
て
い
る
（7.171-172

）。

　

以
上
の
点
か
ら
、
パ
ネ
ル
は
、
韓
国
自
身
の
定
式
化
し
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
修
正
し
、
定
量
的
な
「
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
放
射

線
量
」
を
盛
り
込
ん
だ
内
容
の
も
の
に
再
定
式
化
し
て
い
る
（7.172

）。

　
「
韓
国
の
消
費
者
の
摂
取
す
る
食
物
の
放
射
線
量
を
通
常
の
環
境
―
―
重
大
な
原
子
力
事
故
に
伴
う
放
射
線
が
存
在
し
な
い
場
合

―
―
の
レ
ベ
ル
に
維
持
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
食
物
の
放
射
能
汚
染
の
レ
ベ
ル
を
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
放
射
線
量
を
下
回
る
Ａ

Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
の
レ
ベ
ル
に
維
持
す
る
」
保
護
水
準
。

　

②　

リ
ス
ク
分
析

　

食
物
の
放
射
能
汚
染
の
リ
ス
ク
分
析
に
当
た
っ
て
、
パ
ネ
ル
の
職
務
は
、
新
規
の
（de novo

）
リ
ス
ク
評
価
を
行
う
こ
と
で
は
な

く
、
日
本
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る
代
替
措
置
の
存
在
を
科
学
的
に
証
明
で
き
る
か
ど
う
か
を
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
で

あ
る
。
パ
ネ
ル
は
、
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
の
開
発
し
た
食
物
の
安
全
に
関
す
る
リ
ス
ク
評
価
の
手
法
に
倣
っ
て
、
問
題
の
汚
染
物
質
の
特

定
と
性
質
決
定
、
日
本
の
食
物
の
汚
染
レ
ベ
ル
、
代
替
措
置
が
採
用
さ
れ
た
場
合
に
韓
国
の
消
費
者
が
日
本
食
物
の
摂
取
を
通
じ
て

被
曝
す
る
程
度
、
リ
ス
ク
の
性
質
決
定
の
四
段
階
で
リ
ス
ク
分
析
を
実
施
し
て
い
る
（7.174, 177

）。

　

第
一
段
階
に
お
い
て
、
パ
ネ
ル
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
伴
っ
て
放
出
さ
れ
た
汚
染
物
質
が
セ
シ
ウ
ム
一
三
四
と
一
三
七
、
ヨ

ウ
素
一
三
一
、
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
八
九
と
九
〇
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
二
三
八
か
ら
二
四
〇
の
四
種
類
の
放
射
性
核
種
で
あ
る
こ
と
、
そ

の
内
で
セ
シ
ウ
ム
が
最
大
の
絶
対
量
と
割
合
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
放
射
性
核
種
の
放
出
量
は
微
少
で
あ
る
こ
と
、
ヨ
ウ
素

一
三
一
の
物
理
的
半
減
期
が
八
日
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
、
発
が
ん
の
リ
ス
ク
が
各
放
射
性
核
種
の
物
理
的
特
性
、
吸
収
・
排
出
率
及
び

生
物
学
的
半
減
期
に
依
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（7.196

）。

　

コ
ー
デ
ッ
ク
ス
は
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
を
契
機
と
し
て
、
一
九
八
九
年
に
食
物
の
線
量
限
度
に
関
す
る
指
針
を
採
択
し

た
。
当
該
指
針
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、
セ
シ
ウ
ム
と
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
が
一
〇
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
、
ヨ
ウ
素
が
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
、
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プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
が
一
〇
ベ
ク
レ
ル
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
両
当
事
国
は
、
セ
シ
ウ
ム
を
除
く
三
種
類
の
放
射
性
核
種
に
つ
い
て
は

コ
ー
デ
ッ
ク
ス
の
指
針
レ
ベ
ル
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
が
、
セ
シ
ウ
ム
に
関
し
て
は
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
の
そ
れ
よ
り
一
〇
倍
も
厳

し
い
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
に
設
定
し
て
い
る
（7.198

）。

　

第
二
段
階
に
お
い
て
は
、
日
本
の
提
出
し
た
デ
ー
タ
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
放
射
性
核
種
に
関
す
る
知
見
を
含
む
全
て
の
証
拠
に

よ
っ
て
、
セ
シ
ウ
ム
が
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
食
物
で
あ
れ
ば
、
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
と
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
関
す
る
コ
ー
デ
ッ
ク
ス

の
指
針
レ
ベ
ル
を
必
然
的
に
下
回
る
と
い
う
日
本
の
仮
説
が
証
明
さ
れ
た
（7.226

）。

　

第
三
段
階
で
は
、
日
本
の
提
出
し
た
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、
仮
に
韓
国
の
消
費
者
の
摂
取
す
る
全
て
の
食
物
が
日
本
産
品
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
セ
シ
ウ
ム
が
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
食
物
摂
取
に
伴
う
被
曝
線
量
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
に
達
す
る
こ
と
は
な

く
、
そ
れ
を
か
な
り
下
回
る
可
能
性
さ
え
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
（7.236

）。

　

リ
ス
ク
分
析
の
最
終
段
階
に
お
い
て
、
パ
ネ
ル
は
、
食
物
摂
取
、
医
療
行
為
そ
の
他
の
基
礎
的
被
曝
に
起
因
し
た
発
が
ん
性
を
証

明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
韓
国
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
総
線
量
限
度
を
設
定
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｐ
と
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
に
よ
る
リ
ス
ク
の
性
質
決
定
を
自
国
の
そ
れ
と
し
て
採
用
し
た
も
の
と
見
做
し
た
。
そ
こ
に
は
、
当
該
限
度
を

下
回
る
食
物
摂
取
で
あ
れ
ば
韓
国
の
消
費
者
に
と
っ
て
安
全
で
あ
る
と
い
う
同
国
の
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
（7.238, 240

）。

　

③　

代
替
措
置
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
保
護
水
準

　

追
加
検
査
要
求
措
置
の
採
用
時
点
で
は
、
日
本
の
仮
説
を
裏
付
け
る
デ
ー
タ
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
特
定
水
産
物
輸
入
禁
止
措
置

の
採
用
時
点
に
お
い
て
も
、
日
本
自
身
が
リ
ス
ク
評
価
を
実
施
し
た
結
果
と
し
て
五
県
産
の
マ
ダ
ラ
と
福
島
県
産
の
ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ

の
出
荷
を
制
限
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
該
輸
入
禁
止
措
置
を
正
当
化
す
る
の
に
十
分
な
証
拠
が
存
在
す
る
（7.242

）。

　

し
か
し
、
二
〇
一
三
年
以
降
に
関
し
て
は
、
セ
シ
ウ
ム
の
レ
ベ
ル
が
常
に
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
、
ス
ト
ロ
ン

チ
ウ
ム
と
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
が
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
の
指
針
に
近
い
レ
ベ
ル
で
は
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
の
に
十
分
な
デ
ー
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タ
が
存
在
す
る
。
特
に
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
関
し
て
は
、
核
実
験
の
行
わ
れ
た
太
平
洋
に
お
け
る
既
存
の
基
礎
的
線
量
の
レ
ベ
ル
と
区

別
で
き
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（7.243

）。

　

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
、
仮
に
韓
国
の
消
費
者
の
摂
取
す
る
全
て
の
食
物
が
日
本
産
品
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
代
替
措
置
に
よ
る
被

曝
線
量
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
下
回
る
と
い
う
結
論
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
結
論
と
韓
国
市
場
に
お
い
て
日
本
食
物

の
占
め
る
シ
ェ
ア
が
小
さ
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
韓
国
の
消
費
者
に
対
す
る
日
本
食
物
の
摂
取
被
曝
の
影
響
は
か
な
り
低
い

（7.244-245

）。

　

④　

代
替
措
置
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
保
護
水
準
と
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
と
の
比
較

　

韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
は
、
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
い
う
定
量
的
な
も
の
で
は
な
く
、
韓
国
に
よ
る
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
原
則
の
支
持
と

通
常
の
環
境
に
お
け
る
放
射
線
量
の
維
持
と
い
う
同
国
の
希
望
を
反
映
し
た
、
む
し
ろ
定
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

定
質
的
な
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
は
、「
韓
国
が
食
物
全
体
に
適
用
し
て
い
る
措
置
、
つ
ま
り
食
物
摂
取
に
よ
る
総
被
曝
線
量
を
年
間
一
ミ
リ

シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
に
抑
制
し
よ
う
と
す
る
措
置
に
反
映
さ
れ
（reflected

）、
内
在
し
て
い
る
（inherent

）」（7.247

）。

　

前
記
の
よ
う
に
、
二
〇
一
三
年
以
降
は
、
代
替
措
置
が
追
加
検
査
要
求
と
輸
入
禁
止
の
対
象
産
品
に
関
し
て
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
以
下
の
線
量
限
度
を
達
成
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
茨
城
・
福
島
県
産
の
マ
ダ
ラ
の
出
荷
制
限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二

〇
一
四
年
一
一
月
と
二
〇
一
五
年
二
月
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
二
〇
一
三
年
の
時
点
で
は
、
こ
れ
ら
二
県
産
の
マ

ダ
ラ
を
除
い
て
、
代
替
措
置
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
パ
ネ
ル
の
設
置
時
点

に
な
る
と
、
日
本
の
全
て
の
食
物
の
放
射
線
量
が
低
下
し
、
代
替
措
置
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
で
は
、
問
題
の
全
て
の
措
置
が
「
必
要
で
あ
る
以
上
に
貿
易
制
限
的
」
で
あ
り
、
五
条
六
項
に
反
す
る
か
た

ち
で
維
持
さ
れ
て
い
る
（7.251-256

）。
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2　

二
条
三
項
と
の
適
合
性

　

二
条
三
項
は
、
加
盟
国
が
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
に
よ
っ
て
「
同
一
又
は
同
様
の
条
件
の
下
に
あ
る
加
盟
国
の
間
（
自
国
の
領
域
と
他
の
加

盟
国
の
領
域
と
の
間
を
含
む
。）」
で
恣
意
的
又
は
不
当
な
差
別
を
し
な
い
こ
と
（
第
一
文
）
及
び
「
国
際
貿
易
に
対
す
る
偽
装
し
た
制

限
」
と
な
る
よ
う
な
態
様
で
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
を
適
用
し
な
い
こ
と
（
第
二
文
）
を
求
め
て
い
る
。

⑴　

二
条
三
項
第
一
文
と
の
適
合
性

　

二
条
三
項
第
一
文
に
関
し
て
、
従
前
の
パ
ネ
ル
は
、
問
題
の
措
置
が
加
盟
国
間
に
「
差
別
」
を
も
た
ら
す
こ
と
、
差
別
が
「
恣
意

的
又
は
不
当
な
」
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
加
盟
国
間
が
「
同
一
又
は
同
様
の
条
件
の
下
に
あ
る
」（identical or sim

ilar 

conditions prevail

）
こ
と
の
消
極
的
三
要
件
を
具
備
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
き
た
。

　

①　
「
同
一
又
は
同
様
の
条
件
の
下
に
あ
る
」

　

従
前
の
パ
ネ
ル
は
、
二
条
三
項
に
い
う
「
条
件
」
が
問
題
の
措
置
の
目
的
に
記
さ
れ
た
リ
ス
ク
に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
る
と
し
た

（
イ
ン
ド
農
産
物
事
件
、
米
国
動
物
事
件
）。
本
パ
ネ
ル
も
、
措
置
の
規
制
目
的
が
本
件
の
関
連
条
件
の
決
定
に
導
く
こ
と
を
認
め
る

（7.266

）。
本
件
で
は
、
二
条
三
項
の
下
で
比
較
さ
れ
る
べ
き
条
件
が
「
産
品
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
は
「
領
域
」
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
争
点
に
な
っ
た
。

　

一
方
で
、
日
本
は
、
問
題
の
措
置
が
産
品
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
リ
ス
ク
を
規
制
し
て
い
る
こ
と
、
問
題
の
措
置
に
適
用
さ
れ
る
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定

が
「
物
品
の
貿
易
」
を
規
制
す
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
設
立
協
定
の
附
属
書
一
Ａ
に
属
す
る
こ
と
等
か
ら
、
条
件
の
同
様
性
を
決
定
す
る
た
め
に

は
「
同
様
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
リ
ス
ク
を
内
在
す
る
諸
国
原
産
品
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
状
況
」
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た

（7.262

）。

　

他
方
で
、
韓
国
は
、
二
条
三
項
の
文
言
が
「
自
国
の
領
域
と
他
の
加
盟
国
の
領
域
と
の
間
」
に
お
け
る
条
件
の
比
較
を
要
求
し
て

い
る
こ
と
、
同
規
定
の
文
脈
で
あ
る
五
条
二
項
が
リ
ス
ク
評
価
に
お
け
る
考
慮
要
素
の
一
つ
に
「
関
連
す
る
生
態
学
上
及
び
環
境
上



58

法学研究 93 巻 4 号（2020：4）

の
状
況
（conditions

）」
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
二
条
三
項
に
い
う
条
件
が
「
領
域
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
反
論
し
た
。

つ
ま
り
、
韓
国
は
、
日
本
と
他
国
の
産
品
が
同
様
の
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
日
本
と
他
国
の
「
領
域
」
内
の
条

件
が
同
様
で
あ
る
か
ど
う
か
を
比
較
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
（7.264

）。

　

パ
ネ
ル
は
、
以
下
の
四
つ
の
理
由
で
も
っ
て
、
韓
国
の
主
張
を
退
け
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
二
条
三
項
が
「
加
盟
国
の
間
」
の

文
言
の
あ
と
に
「
自
国
の
領
域
と
他
の
加
盟
国
の
領
域
と
の
間
を
含
む
」
と
明
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
領
域
」
は
比

較
条
件
の
一
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
の
条
件
に
よ
っ
て
比
較
す
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二

に
、
二
条
三
項
と
類
似
の
義
務
を
定
め
た
一
九
九
四
年
ガ
ッ
ト
（
以
下
、
単
に
ガ
ッ
ト
）
の
一
条
一
項
、
三
条
四
項
、
一
一
条
、
二

〇
条
の
柱
書
・
⒝
は
、「
物
品
」（Goods

）
の
貿
易
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
病
気
等
の
侵
入
と
蔓
延
を
防
止
す
る
た
め

の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
（
協
定
附
属
書
Ａ
⑴
⒜
）
を
巡
る
紛
争
で
は
、
確
か
に
食
物
汚
染
の
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
た
め
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
（
同
附

属
書
Ａ
⑴
⒝
）
の
場
合
よ
り
も
輸
出
入
国
の
領
域
の
条
件
に
「
よ
り
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
」
も
の
の
、
終
局
的
に
は
前
者
も
「
貿
易

産
品
の
リ
ス
ク
」
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（7.267, 269, 270

）。

　

最
後
の
理
由
は
、
二
条
三
項
の
文
脈
を
構
成
す
る
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
三
つ
の
規
定
に
あ
る
。
先
ず
、
二
条
三
項
の
義
務
を
具
体
化

（
同
じ
目
的
地
に
到
達
す
る
特
定
の
ル
ー
ト
）
し
た
五
条
五
項
は
、
産
品
を
条
件
の
同
様
性
の
基
準
と
し
て
い
る
。
次
に
、
リ
ス
ク
評

価
の
考
慮
要
素
を
掲
げ
た
五
条
二
項
は
、「
関
連
す
る
生
態
学
上
及
び
環
境
上
の
状
況
」
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な

要
素
を
掲
げ
て
い
る
。
第
三
に
、
附
属
書
Ａ
⑴
⒝
の
関
連
文
脈
で
あ
る
附
属
書
Ａ
⑷
は
、
リ
ス
ク
評
価
に
つ
い
て
、「
飲
食
物
若
し

く
は
飼
料
」
と
い
う
産
品
に
含
ま
れ
る
添
加
物
や
汚
染
物
質
な
ど
が
健
康
に
及
ぼ
す
悪
影
響
の
可
能
性
の
評
価
と
定
義
し
て
い
る

（7.272-274

）。

　

以
上
か
ら
、「
二
条
三
項
第
一
文
の
文
言
、
そ
の
文
脈
、
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
に
照
ら
し
た
解
釈
に
よ
り
、
比
較
の
関
連
条
件
と

し
て
国
際
貿
易
の
産
品
に
存
在
す
る
リ
ス
ク
を
考
慮
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
存
在
し
な
い
」。
し
た
が
っ
て
、
加
盟
国
間
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で
比
較
さ
れ
る
べ
き
関
連
条
件
は
、
日
本
と
他
国
の
産
品
が
セ
シ
ウ
ム
、
ヨ
ウ
素
、
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
で
汚
染

さ
れ
た
同
様
の
可
能
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
（
第
一
の
関
連
条
件
）
と
、
そ
れ
ら
の
汚
染
レ
ベ
ル
が
韓
国
の
許
容
レ
ベ
ル
を
下
回
っ

て
い
る
か
ど
う
か
（
第
二
の
関
連
条
件
）
で
あ
る
（7.276, 283

）。

　

第
一
の
関
連
条
件
を
検
討
す
る
際
に
は
、
食
物
の
放
射
能
汚
染
の
リ
ス
ク
に
影
響
を
与
え
る
全
て
の
関
連
要
素
を
考
慮
す
る
「
総

体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」（holistic approach

）
を
採
用
し
、
パ
ネ
ル
に
提
出
さ
れ
た
全
て
の
証
拠
に
基
づ
い
て
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（7.289

）。

　

福
島
第
一
原
発
事
故
以
前
に
、
世
界
の
環
境
を
汚
染
す
る
太
平
洋
で
の
核
実
験
と
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
が
あ
っ
た
。
そ
れ

ら
か
ら
放
出
さ
れ
た
セ
シ
ウ
ム
と
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
は
、
そ
の
物
理
的
半
減
期
か
ら
考
え
て
既
に
減
衰
し
て
い
る
も
の
の
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
影
響
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
核
実
験
に
伴
っ
て
放
出
さ
れ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
、
そ
の
物
理
的
半
減
期
が
非
常
に
長
期
間
に

及
び
、
主
に
太
平
洋
を
汚
染
し
続
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
福
島
第
一
原
発
事
故
以
前
に
環
境
放
出
さ
れ
た
相
当
量
の
セ
シ
ウ
ム
、

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
、「
今
な
お
世
界
中
の
食
物
に
存
在
す
る
可
能
性
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
る
」（7.293, 298

）。

　

福
島
第
一
原
発
事
故
に
伴
っ
て
放
出
さ
れ
た
放
射
能
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
部
が
福
島
県
沖
合
に
堆
積
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る

も
の
の
、「
大
気
に
よ
る
運
搬
、
沈
下
、
海
流
、
特
定
放
射
性
核
種
の
物
理
的
・
化
学
的
性
質
に
応
じ
て
世
界
中
に
拡
散
さ
れ
た
」。

そ
の
意
味
で
、
福
島
第
一
原
発
事
故
は
、
過
去
の
太
平
洋
核
実
験
及
び
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
と
同
様
に
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な

影
響
」
を
持
ち
続
け
て
い
る
（7.291-293, T

able 20 

）。

　

第
二
の
関
連
条
件
に
関
し
て
、
パ
ネ
ル
は
、
日
本
食
物
の
放
射
線
量
が
韓
国
の
許
容
レ
ベ
ル
を
下
回
る
か
ど
う
か
を
評
価
し
た
上

で
、
日
本
と
他
国
の
食
物
の
放
射
能
汚
染
の
可
能
性
を
比
較
し
て
い
る
。
農
産
物
、
加
工
食
品
及
び
食
品
添
加
物
に
関
し
て
日
本
の

提
出
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
デ
ー
タ
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
追
加
検
査
要
求
措
置
の
採
用
当
時

に
お
け
る
こ
れ
ら
対
象
産
品
の
セ
シ
ウ
ム
・
レ
ベ
ル
を
示
し
た
デ
ー
タ
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
他
方
で
、
日
本
は
、
原
発
事
故
直
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後
の
関
係
地
域
に
お
い
て
食
物
の
セ
シ
ウ
ム
・
レ
ベ
ル
が
「
相
当
に
増
大
し
た
こ
と
」
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
は
、

追
加
検
査
要
求
措
置
の
採
用
時
点
で
は
、「
日
本
と
他
国
の
産
品
に
お
け
る
同
様
の
条
件
の
存
在
」
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
（7.301

）。

　

韓
国
は
、
セ
シ
ウ
ム
が
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
の
許
容
レ
ベ
ル
を
超
え
た
た
め
に
日
本
政
府
の
実
施
し
た
出
荷
制
限
と
平
仄
を
合
わ
せ

る
か
た
ち
で
、
特
定
水
産
物
輸
入
禁
止
措
置
を
採
用
し
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
は
、
こ
の
二
〇
一
二
年
当
時
に
お
い
て
、
五
県
産
の

マ
ダ
ラ
と
福
島
県
産
の
ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
の
「
放
射
能
汚
染
の
可
能
性
が
韓
国
の
許
容
レ
ベ
ル
を
下
回
る
」
こ
と
を
証
明
で
き
な
か
っ

た
（7.302

）。

　

し
か
し
、
追
加
検
査
要
求
拡
大
措
置
と
全
面
的
輸
入
禁
止
措
置
が
採
用
さ
れ
た
二
〇
一
三
年
の
時
点
で
は
、
農
林
水
産
省
と
厚
生

労
働
省
の
サ
ン
プ
ル
・
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、
日
本
が
出
荷
制
限
を
継
続
し
て
い
た
茨
城
・
福
島
県
産
の
マ
ダ
ラ
を
除
く
八
県
産
の
二

七
種
類
の
水
産
物
と
六
県
産
の
マ
ダ
ラ
の
セ
シ
ウ
ム
が
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
の
許
容
レ
ベ
ル
を
下
回
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
（7.303-

306

）。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
三
日
以
降
に
つ
い
て
は
、
委
嘱
専
門
家
も
認
め
る
よ
う
に
、
右
記
の
デ
ー
タ
に
照
ら
し
て
、
日
本

の
二
八
種
類
の
水
産
物
か
ら
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
セ
シ
ウ
ム
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

追
加
検
査
要
求
措
置
と
特
定
水
産
物
輸
入
禁
止
措
置
を
含
む
問
題
の
全
て
の
措
置
の
維
持
に
関
し
て
、
日
本
は
、「
一
〇
〇
ベ
ク
レ

ル
を
超
え
る
セ
シ
ウ
ム
を
含
む
汚
染
の
可
能
性
が
低
い
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
を
果
た
し
た
」（7.307-311

）。

　

以
上
の
評
価
を
踏
ま
え
て
、
パ
ネ
ル
は
、
日
本
と
他
国
の
食
物
の
セ
シ
ウ
ム
汚
染
の
可
能
性
を
比
較
し
て
い
る
。
先
ず
、
日
本
の

提
出
し
た
韓
国
と
日
本
の
輸
入
検
査
デ
ー
タ
と
二
〇
一
一
年
以
前
の
放
射
能
汚
染
に
関
す
る
知
見
に
照
ら
す
と
、
他
国
の
水
産
物
に

お
け
る
セ
シ
ウ
ム
の
レ
ベ
ル
は
、
〇
・
二
三
ベ
ク
レ
ル
か
ら
一
六
ベ
ク
レ
ル
の
範
囲
内
に
あ
っ
た
。
こ
の
数
字
を
日
本
食
物
の
そ
れ

と
比
較
し
、
ま
た
過
去
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
セ
シ
ウ
ム
放
出
の
影
響
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、「
日
本
と
他
国
の
産
品
の
大
多
数
が
一
〇



61

韓国の日本水産物等輸入規制事件について

〇
ベ
ク
レ
ル
の
許
容
レ
ベ
ル
を
下
回
る
セ
シ
ウ
ム
し
か
含
ま
な
い
可
能
性
が
あ
る
」（7.314

）。

　

次
に
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
伴
っ
て
放
出
さ
れ
た
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
と
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
関
し
て
は
、
そ
の
放
出
量
が
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
と
比
較
し
て
極
め
て
微
少
で
、
日
本
食
物
に
お
け
る
両
放
射
性
核
種
の
線
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
韓
国
の
許
容
レ
ベ

ル
を
下
回
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
韓
国
の
実
施
し
た
一
二
ヶ
国
の
産
品
の
二
五
一
の
サ
ン
プ
ル
検
査
に
よ
る
と
、
大
多
数
の
産
品
に

お
け
る
両
放
射
性
核
種
は
検
出
不
能
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
日
本
と
他
国
の
食
物
に
含
ま
れ
る
ス
ト
ロ

ン
チ
ウ
ム
と
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
許
容
レ
ベ
ル
を
下
回
る
同
様
の
可
能
性
を
有
す
る
」（7.315, 317, 319

）。

　

②　

差
別
性

　

右
記
の
よ
う
に
、
日
本
は
、
追
加
検
査
要
求
措
置
と
特
定
水
産
物
輸
入
禁
止
措
置
の
採
用
時
点
で
は
、
自
国
と
他
国
と
の
間
に

「
同
様
の
条
件
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
差
別
性
の
要
件
に
関
し
て
は
、
そ
の
存
在
が
証
明
さ

れ
た
追
加
検
査
要
求
拡
大
措
置
と
全
面
的
輸
入
禁
止
措
置
（
二
県
産
の
マ
ダ
ラ
を
除
く
）
の
採
用
と
問
題
の
全
て
の
措
置
の
維
持
に

つ
い
て
検
討
す
る
（7.322

）。

　

差
別
性
の
審
査
に
お
い
て
焦
点
と
な
る
の
は
、
日
本
産
品
に
不
利
と
な
る
よ
う
に
競
争
条
件
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
で
あ
る

（
米
国
動
物
事
件
の
パ
ネ
ル
）。
輸
入
禁
止
は
、
他
国
産
品
と
の
競
争
機
会
を
完
全
に
奪
っ
て
し
ま
う
最
も
貿
易
制
限
的
な
措
置
で
あ

り
、
追
加
検
査
の
要
求
も
、
そ
れ
に
附
随
し
た
費
用
と
遅
延
の
発
生
に
よ
っ
て
、
事
実
上
（de facto

）
日
本
産
品
の
韓
国
市
場
参
入

を
妨
げ
る
効
果
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
措
置
が
日
本
産
品
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
追
加
検
査
要
求
拡
大
措
置
と
全
面

的
輸
入
禁
止
措
置
（
二
県
産
の
マ
ダ
ラ
を
除
く
）
の
採
用
と
問
題
の
全
て
の
措
置
の
維
持
は
「
差
別
的
」
で
あ
る
（7.323-325, 327, 

332

）。

　

③　

差
別
の
恣
意
性
又
は
不
当
性

　

ブ
ラ
ジ
ル
再
生
タ
イ
ヤ
事
件
の
上
級
委
員
会
は
、
ガ
ッ
ト
二
〇
条
柱
書
の
恣
意
的
又
は
不
当
な
差
別
待
遇
の
要
件
を
審
査
す
る
際
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に
、
問
題
の
差
別
が
措
置
の
明
示
的
な
規
制
目
的
と
「
合
理
的
な
関
連
性
」
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
焦
点
を
当
て
た
。
本
件
に
「
特

に
関
連
す
る
」
の
は
、
日
本
食
物
の
リ
ス
ク
の
レ
ベ
ル
と
措
置
の
も
た
ら
す
差
別
の
程
度
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
問
題
の
措
置
の
五

条
六
項
不
適
合
が
恣
意
的
又
は
不
当
な
差
別
を
示
唆
す
る
強
い
徴
憑
又
は
警
告
シ
グ
ナ
ル
で
あ
る
（7.337-338, 340

）。

　

韓
国
は
、
日
本
の
実
施
し
た
リ
ス
ク
評
価
に
依
拠
し
て
五
県
産
の
マ
ダ
ラ
と
福
島
県
産
の
ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
の
輸
入
を
禁
止
し
た
。

し
か
し
、
日
本
が
二
〇
一
二
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
一
五
年
二
月
に
か
け
て
両
魚
種
の
出
荷
制
限
を
解
除
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず）

6
（

、
韓
国

は
、
輸
入
禁
止
措
置
の
撤
廃
に
向
け
た
見
直
し
を
行
う
ど
こ
ろ
か
、
二
〇
一
三
年
九
月
に
は
、
リ
ス
ク
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
無
し

に
、
そ
の
対
象
範
囲
を
八
県
産
の
全
て
の
水
産
物
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
（7.341

）。

　

輸
入
禁
止
は
無
論
の
こ
と
、
日
本
の
生
鮮
食
物
の
輸
入
を
実
効
的
に
妨
げ
る
追
加
検
査
要
求
も
、
高
度
な
貿
易
制
限
措
置
で
あ
る
。

「
日
本
と
他
国
の
産
品
が
韓
国
の
許
容
レ
ベ
ル
を
超
え
る
放
射
能
汚
染
の
同
様
の
可
能
性
を
有
す
る
に
も
拘
ら
ず
」、
こ
う
し
た
制
限

措
置
が
日
本
の
産
品
だ
け
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
問
題
の
措
置
の
高
度
な
差
別
性
と
日
本
食
物
の
低
い
リ
ス
ク
・
レ
ベ
ル
を
比
較
衡

量
す
る
と
、
問
題
の
措
置
に
基
づ
く
差
別
が
、
放
射
能
汚
染
さ
れ
た
食
物
の
摂
取
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
か
ら
韓
国
の
消
費
者
を
保
護

す
る
と
い
う
、
そ
の
明
示
的
な
規
制
目
的
と
合
理
的
に
関
連
す
る
と
は
言
え
な
い
（7.340-341, 343, 351, 353, 355

）。

⑵　

二
条
三
項
第
二
文
と
の
適
合
性

　

二
条
三
項
第
二
文
と
の
適
合
性
を
検
討
す
る
際
に
、
従
前
の
パ
ネ
ル
は
、
ガ
ッ
ト
二
〇
条
柱
書
に
お
け
る
恣
意
的
又
は
不
当
な
差

別
と
「
国
際
貿
易
の
偽
装
さ
れ
た
制
限
」
と
の
関
係
性
に
言
及
し
た
米
国
ガ
ソ
リ
ン
事
件
上
級
委
員
会
の
解
釈
を
踏
襲
し
て
き
た
。

そ
の
解
釈
と
は
、
前
者
が
後
者
の
一
形
態
で
あ
り
、
後
者
が
前
者
を
包
摂
す
る
関
係
と
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｓ

Ｐ
Ｓ
措
置
が
「
恣
意
的
又
は
不
当
な
差
別
」
を
も
た
ら
す
こ
と
が
認
定
さ
れ
る
と
、
自
動
的
に
「
国
際
貿
易
に
対
す
る
偽
装
し
た
制

限
」
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
パ
ネ
ル
は
、
既
に
問
題
の
措
置
が
二
条
三
項
第
一
文
に
反
す
る
こ
と
を
認
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
輸
入
禁
止
と
追
加
検
査
要
求
の
措
置
は
同
様
に
「
国
際
貿
易
に
対
す
る
偽
装
し
た
制
限
」
に
も
該
当
す
る
（7.356, 
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359

）。

四　

上
級
委
員
会
の
報
告

　

二
〇
一
八
年
四
月
九
日
に
韓
国
が
上
訴
し
、
そ
の
一
週
間
後
に
は
日
本
も
上
訴
し
た
。
第
一
審
の
パ
ネ
ル
に
お
い
て
ほ
ぼ
全
面
勝

訴
と
な
っ
た
日
本
の
上
訴
理
由
は
、
パ
ネ
ル
が
二
条
三
項
及
び
五
条
六
項
の
解
釈
適
用
に
お
い
て
パ
ネ
ル
設
置
後
の
状
況
を
考
慮
し

な
か
っ
た
点
と
附
属
書
Ｃ
⑴
⒜
の
「
同
種
」
の
解
釈
適
用
に
誤
謬
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
簡
潔
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
は
対

照
的
に
、
韓
国
の
上
訴
理
由
は
、
委
嘱
専
門
家
の
選
任
方
法
へ
の
不
満
か
ら
始
ま
り
、
五
条
七
項
、
同
六
項
、
二
条
三
項
、
七
条
・

附
属
書
Ｂ
⑴
・
⑶
に
関
す
る
解
釈
適
用
の
誤
謬
に
ま
で
及
ぶ
広
汎
且
つ
詳
細
な
も
の
と
な
っ
た
。

1　

五
条
六
項
と
の
適
合
性

　

五
条
六
項
に
関
し
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
パ
ネ
ル
が
日
本
の
提
案
し
た
代
替
措
置
に
よ
っ
て
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
が
達
成
さ
れ
る

と
認
定
し
た
際
に
、
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
構
成
す
る
諸
要
素
を
適
切
に
評
価
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

⑴　

当
事
国
の
主
張

　

韓
国
は
、
パ
ネ
ル
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
定
質
的
要
素
を
無
視
し
、
そ
の
定
量
的
要
素
だ
け
に
基
づ
い
て
代
替
措
置
の
保
護
水
準

と
の
比
較
を
行
っ
た
点
に
法
的
な
過
誤
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
は
、
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
定
量
的
な
線
量

限
度
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
下
回
る
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
と
通
常
の
環
境
の
放
射
線
量
の
維
持
の
三
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
放
射
線
量
は
、
許
容
レ
ベ
ル
の
下
限
を
示
し
た
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
さ
え

ク
リ
ア
す
れ
ば
必
然
的
に
他
の
二
要
素
が
満
た
さ
れ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
（5.18

）。
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他
方
で
、
日
本
は
、
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
が
こ
れ
ら
三
要
素
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
と
通
常
の
環
境
の

放
射
線
量
の
要
素
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
定
量
的
要
素
の
決
定
に
導
く
役
割
を
果
た
す
に
過
ぎ
な
い
と
反
論
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
の
要
素
自
体
が
特
定
の
保
護
水
準
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
と
し
て
機
能
す
る
の
に
適
さ
な
い
こ
と
、

韓
国
が
食
物
の
総
線
量
限
度
と
し
て
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
定
量
的
基
準
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
に
あ
っ
た
（5.19

）。

⑵　

Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
設
定
と
パ
ネ
ル
の
権
限

　

従
前
の
上
級
委
員
会
は
、
加
盟
国
に
よ
る
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
設
定
と
パ
ネ
ル
の
権
限
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（5.23, 

3 4

）。
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
設
定
は
、
加
盟
国
の
大
権
（prerogative

）
で
あ
る
と
同
時
に
義
務
で
も
あ
る
。
加
盟
国
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の

関
連
規
定
を
適
用
可
能
に
す
る
の
に
十
分
な
明
確
性
を
も
っ
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
豪
州
サ
ケ
事
件
、
豪
州

リ
ン
ゴ
事
件
、
イ
ン
ド
農
産
物
事
件
）。
こ
の
こ
と
は
、
加
盟
国
に
対
し
て
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
定
量
的
に
設
定
す
る
こ
と
ま
で
求
め
て
い
な

い
も
の
の
、
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
関
連
規
定
の
適
用
を
不
可
能
に
す
る
ほ
ど
曖
昧
又
は
多
義
的
な
保
護
水
準
を
設
定
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
含
意
し
て
い
る
（
豪
州
サ
ケ
事
件
、
豪
州
リ
ン
ゴ
事
件
）。

　

か
く
し
て
、
従
前
の
上
級
委
員
会
は
、
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
に
関
す
る
パ
ネ
ル
の
権
限
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
類
型
化
し
て
い
る
（5.24

）。

被
申
立
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
が
十
分
な
明
確
性
を
も
っ
て
特
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
パ
ネ
ル
は
、
被
申
立
国
の
設
定
し
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
に

「
重
要
性
を
付
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」（
イ
ン
ド
農
産
物
事
件
）。
し
か
し
な
が
ら
、
被
申
立
国
が
十
分
な
明
確
性
を
も
っ
た
Ａ

Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
提
示
し
て
い
な
い
場
合
、
パ
ネ
ル
は
、
被
申
立
国
の
設
定
し
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
に
対
し
て
「
完
全
に
敬
譲
す
る
」
必
要
は
な
く
、

「
現
実
に
適
用
さ
れ
て
い
る
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
に
反
映
さ
れ
た
保
護
水
準
を
含
め
た
記
録
上
の
議
論
と
証
拠
の
全
体
に
基
づ
い
て
、
被
申

立
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
確
認
（ascertain

）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
豪
州
サ
ケ
事
件
、
イ
ン
ド
農
産
物
事
件
）。

⑶　

韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ

　

パ
ネ
ル
は
、
韓
国
自
身
の
定
式
化
し
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
内
容
を
修
正
す
る
一
方
で
、
そ
の
「
多
面
的
な
性
質
」（m

ulti-faceted 
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character

）
を
認
め
て
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
パ
ネ
ル
は
、
検
討
中
ず
っ
と
、
代
替
措
置
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る

こ
と
の
「
決
定
的
な
徴
憑
」
と
し
て
、
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の
被
曝
に
「
顕
著
な
焦
点
」
を
当
て
て
い
る
。
こ
の
過
程
に

お
い
て
、
パ
ネ
ル
は
、
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
構
成
す
る
要
素
間
の
関
係
、
つ
ま
り
各
要
素
が
自
立
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
か
或
い

は
相
互
作
用
を
通
じ
て
一
つ
の
要
素
に
統
合
又
は
包
摂
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
明
確
に
し
て
い
な
い
（5.26-29

）。

　

確
か
に
、
パ
ネ
ル
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
と
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
総
線
量
限
度
と
個
別
放
射
性
核
種
の
指
針
レ

ベ
ル
を
採
用
す
る
際
に
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
原
則
を
適
用
し
た
こ
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
が
人
工
放
射
性
核
種
の
摂
取
被
曝
に
つ
い
て
は
基
礎
的
線

量
（
医
療
処
置
や
航
空
機
旅
行
な
ど
）
に
あ
ま
り
追
加
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
原
則
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
説
明
に
も
拘
ら
ず
、
パ
ネ
ル
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
と
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
総
線
量
限
度
を
採
用

す
る
際
に
考
慮
し
た
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
原
則
又
は
基
礎
的
線
量
が
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
又
は
通
常
の
環
境
の
放
射
線
量
の
要
素
と
何
ら
か
の
点
で

異
な
る
の
か
ど
う
か
、
定
量
的
要
素
と
定
質
的
そ
れ
と
の
「
正
確
な
関
係
性
」（precise relationship

）
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い

（5.29

）。

　

三
要
素
の
関
係
性
に
関
し
て
パ
ネ
ル
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
韓
国
が
食
物
の
総
線
量
限
度
を
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
に
設
定

し
た
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
定
質
的
な
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
が
食
物
摂
取
に
よ
る
総
被
曝
線
量
を
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
以
下
に
抑
制
し
よ
う
と
す
る
韓
国
の
措
置
に
反
映
さ
れ
、
内
在
し
て
い
る
（7.247

）、
加
盟
国
が
定
量
的
な
線
量
限
度
を
明
示

し
た
特
定
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
を
適
用
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
限
度
を
下
回
る
線
量
レ
ベ
ル
の
食
物
が
同
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る
こ

と
の
徴
憑
で
あ
る
（7.172

）、
韓
国
が
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
の
指
針
レ
ベ
ル
で
あ
る
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
総
線
量
限
度
を
採
用
し

た
と
い
う
事
実
に
は
当
該
限
度
を
下
回
る
食
物
の
摂
取
で
あ
れ
ば
安
全
と
い
う
同
国
の
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
（7.240

）
と
い
っ

た
パ
ネ
ル
の
認
識
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（5.30

）。

　

し
か
し
、
か
よ
う
に
定
質
的
要
素
を
定
量
的
要
素
に
事
実
上
「
従
属
さ
せ
る
」
解
釈
は
、
パ
ネ
ル
が
韓
国
に
よ
る
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
原
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則
の
支
持
を
明
確
に
認
め
た
こ
と
、
自
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
が
固
定
さ
れ
た
定
量
的
水
準
で
は
な
い
と
す
る
韓
国
の
主
張
を
首
肯
し
た
こ

と
、
そ
し
て
韓
国
の
表
明
し
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
最
終
的
に
受
け
入
れ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
（5.36, 3 8

）。

　

パ
ネ
ル
が
韓
国
の
定
式
化
し
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
認
め
た
以
上
、
代
替
措
置
が
定
質
的
要
素
を
含
め
て
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る

か
ど
う
か
を
評
価
す
る
の
は
「
パ
ネ
ル
の
責
任
」
で
あ
る
。
パ
ネ
ル
は
、
韓
国
自
身
の
定
式
化
し
た
も
の
と
は
異
な
る
「
在
る
べ

き
」
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
「
確
認
」
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
決
定
理
由
と
そ
れ
を
裏
付
け
る
証
拠
に
基
づ
い
て
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
決
定
理
由
に
は
、「
被
申
立
国
が
、
不
十
分
な
明
確
性
な
ど
、
五
条
六
項
の
規
律
の
適
用
を
不

可
能
に
す
る
よ
う
な
態
様
で
自
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
表
明
し
た
」
こ
と
が
含
ま
れ
る
（5.33-34

）。

　

と
こ
ろ
が
、
パ
ネ
ル
は
、
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
定
質
的
要
素
が
十
分
な
明
確
性
を
欠
く
か
又
は
「
代
替
措
置
を
評
価
す
る
際
に
韓

国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
要
素
と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
か
ど
う
か
を
は
っ
き
り
検
討
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
取
り
分

け
、
韓
国
は
、
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
の
目
的
に
関
す
る
パ
ネ
ル
の
質
問
に
対
し
て
、「
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
は
、
そ
の
結
果
が
一
定
の
被
曝
量
で
は

な
く
過
程
、
手
続
及
び
判
断
に
依
存
す
る
と
い
う
意
味
で
、
結
果
の
義
務
で
は
な
く
方
法
の
義
務
で
あ
る
」
と
し
た
欧
州
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ

Ａ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
会
報
を
提
出
し
て
い
る
。
か
か
る
会
報
の
内
容
か
ら
、
パ
ネ
ル
は
、
Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ａ
原
則
又
は
通
常
の
環
境
の
放

射
線
量
が
有
意
な
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
一
部
と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
パ
ネ
ル
と

し
て
は
、
代
替
措
置
の
保
護
水
準
と
比
較
す
る
際
に
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
全
て
の
要
素
を
明
確
に
考
慮
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
全

て
の
証
拠
に
基
づ
い
て
定
質
的
要
素
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
一
部
を
成
さ
な
い
こ
と
を
明
確
に
決
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
（5.35-36

）。

　

以
上
か
ら
、
上
級
委
員
会
は
、
パ
ネ
ル
が
代
替
措
置
に
よ
っ
て
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
が
達
成
さ
れ
る
と
認
定
し
た
点
に
お
い
て
五
条

六
項
の
適
用
を
誤
っ
た
と
判
断
し
、
全
面
的
輸
入
禁
止
措
置
（
二
県
産
の
マ
ダ
ラ
を
除
く
）
と
追
加
検
査
要
求
拡
大
措
置
の
採
用
及

び
全
て
の
問
題
の
措
置
の
維
持
が
五
条
六
項
に
反
す
る
と
し
た
パ
ネ
ル
の
認
定
を
取
り
消
す
。
な
お
、
上
級
委
員
会
は
、
韓
国
の
Ａ

Ｌ
Ｏ
Ｐ
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
下
回
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
ま
で
要
請
さ
れ
て
お
ら
ず
、
上
訴
さ
れ
て
い
な
い
事
実
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問
題
に
関
す
る
パ
ネ
ル
の
評
価
に
つ
い
て
自
己
の
見
解
を
表
明
す
る
こ
と
は
し
な
い
（5.37, 3 9

）。

2　

二
条
三
項
と
の
適
合
性

　

上
訴
に
際
し
て
提
起
さ
れ
た
「
主
要
な
争
点
」
は
、
二
条
三
項
の
関
連
「
条
件
」
が
産
品
に
存
在
す
る
そ
れ
（
リ
ス
ク
）
だ
け
を

指
す
の
か
、
あ
る
い
は
領
域
内
の
条
件
を
含
む
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

⑴　

二
条
三
項
の
解
釈

　

韓
国
は
、
パ
ネ
ル
が
二
条
三
項
の
下
で
比
較
さ
れ
る
関
連
の
「
条
件
」
を
「
産
品
に
存
在
す
る
リ
ス
ク
」
だ
け
に
限
定
す
る
狭
隘

な
解
釈
を
採
用
し
、「
関
連
す
る
生
態
学
上
及
び
環
境
上
の
状
況
」
な
ど
の
領
域
的
要
素
を
十
分
に
考
慮
し
な
か
っ
た
と
批
判
し
た
。

韓
国
に
よ
る
と
、
二
条
三
項
の
「
加
盟
国
の
間
（
自
国
の
領
域
と
他
の
加
盟
国
の
領
域
と
の
間
を
含
む
。）」
と
い
う
文
言
は
、
領
域
的

条
件
の
有
意
性
と
関
連
条
件
に
お
け
る
優
位
性
を
含
意
し
て
い
る
と
い
う
（5.60, 6 2

）。

　

加
盟
国
間
が
同
様
の
条
件
の
下
に
あ
る
か
ど
う
か
の
分
析
に
は
、
特
定
の
規
制
目
的
と
問
題
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
の
対
象
リ
ス
ク
に
係

る
「
条
件
」
が
関
連
す
る
。
五
条
二
項
は
、
か
か
る
リ
ス
ク
の
評
価
に
お
い
て
「
関
連
す
る
生
態
系
上
及
び
環
境
上
の
状
況
」
を
考

慮
す
る
こ
と
を
加
盟
国
に
要
求
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
係
加
盟
国
の
領
域
に
お
け
る
生
態
系
上
及
び
環
境
上
の
状
況
が
Ｓ
Ｐ

Ｓ
措
置
の
対
象
リ
ス
ク
に
関
連
す
る
場
合
、
そ
の
こ
と
が
比
較
さ
れ
る
条
件
の
範
囲
を
示
唆
す
る
（5.59, 6 3

）。

　

と
こ
ろ
が
、
パ
ネ
ル
は
、
二
条
三
項
が
関
連
条
件
と
し
て
「
産
品
に
存
在
す
る
リ
ス
ク
」
を
考
慮
す
る
こ
と
を
「
許
容
」
す
る
と

判
示
し
た
際
に
、
関
連
条
件
を
産
品
の
リ
ス
ク
に
限
定
し
、
領
域
的
条
件
の
よ
う
な
他
の
関
連
条
件
に
適
切
な
重
要
性
を
付
与
し
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
パ
ネ
ル
と
し
て
は
、
問
題
の
産
品
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
領
域
的
条
件
な
ど
の
関
連

条
件
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、「
ま
だ
産
品
に
は
具
現
し
て
い
な
い
も
の
の
、
規
制
目
的
と
問
題
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
リ
ス

ク
に
照
ら
し
て
関
連
す
る
領
域
的
条
件
」
が
含
ま
れ
る
（5.64

）。
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以
上
か
ら
、
上
級
委
員
会
は
、
パ
ネ
ル
が
二
条
三
項
の
関
連
条
件
と
し
て
「
産
品
に
存
在
す
る
リ
ス
ク
」
を
考
慮
す
る
こ
と
が
許

容
さ
れ
る
と
判
示
し
た
際
に
、
関
連
「
条
件
」
の
範
囲
を
当
該
の
リ
ス
ク
に
限
定
し
た
点
で
解
釈
に
過
誤
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る

（5.65
）。

⑵　

二
条
三
項
の
適
用

　

韓
国
は
、
パ
ネ
ル
が
関
連
の
「
条
件
」
を
産
品
の
リ
ス
ク
に
限
定
す
る
解
釈
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
条
三
項
の
適
用
に

お
い
て
も
産
品
の
検
査
デ
ー
タ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
批
判
し
た
。
パ
ネ
ル
が
「
産
品
を
基
礎
と
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
」
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
条
三
項
の
適
用
も
「
非
常
に
狭
隘
な
」
範
囲
に
限
定
さ
れ
、「
関
連
す
る
生
態
学
上
及
び
環

境
上
の
状
況
」
な
ど
の
領
域
的
要
素
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（5.53-54, 60, 6 2

）。

　

パ
ネ
ル
は
、
産
品
に
存
在
す
る
リ
ス
ク
に
基
づ
い
て
二
つ
の
関
連
条
件
を
同
定
し
た
。
そ
れ
は
、
日
本
と
他
国
の
産
品
が
セ
シ
ウ

ム
、
ヨ
ウ
素
、
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
及
び
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
で
汚
染
さ
れ
た
同
様
の
可
能
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
（
第
一
の
関
連
条
件
）

と
、
そ
れ
ら
の
汚
染
レ
ベ
ル
が
韓
国
の
許
容
レ
ベ
ル
を
下
回
る
か
ど
う
か
（
第
二
の
関
連
条
件
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
パ
ネ
ル
は
、

第
一
の
関
連
条
件
を
分
析
す
る
際
に
、
放
射
能
汚
染
の
リ
ス
ク
に
影
響
を
及
ぼ
す
全
て
の
関
連
要
素
を
考
慮
す
る
「
総
体
的
ア
プ

ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

　

第
一
の
関
連
条
件
に
関
し
て
、
パ
ネ
ル
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
が
「
原
子
力
事
故
に
よ
る
海
洋
環
境
へ
の
放
射
性
核
種
の
最
大

限
の
放
出
と
し
て
未
曾
有
の
も
の
」
で
あ
り
、
北
太
平
洋
の
放
射
能
汚
染
を
増
大
さ
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識

に
立
っ
て
、
パ
ネ
ル
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
を
、
太
平
洋
核
実
験
及
び
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
と
並
ぶ
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
放

射
能
汚
染
源
」
の
一
つ
と
位
置
付
け
、
そ
れ
に
伴
う
放
射
性
核
種
の
放
出
に
よ
っ
て
日
本
と
他
国
の
食
物
に
は
放
射
能
汚
染
の
同
様

の
可
能
性
が
あ
る
と
結
論
付
け
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
パ
ネ
ル
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
伴
っ
て
放
出
さ
れ
た
放
射
性
核
種
の
一
部
が
福
島
県
の
沖
合
に
堆
積
し
て
い
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る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
首
肯
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
放
射
能
汚
染
源
の
近
辺
と
そ
の
遠
隔
地
と
の
間
で
汚
染
の
程
度
に
「
領

域
的
な
差
異
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
パ
ネ
ル
は
、
か
よ
う
に
領
域
間
で
放
射
能
汚
染
の
程
度
に
差
異
の
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
総
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
そ
の
点
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
（5.71, 73-76

）。

　

第
二
の
関
連
条
件
に
関
し
て
、
パ
ネ
ル
は
、
第
一
の
関
連
条
件
に
お
け
る
単
な
る
汚
染
可
能
性
で
は
な
く
、
産
品
の
「
現
実
の
汚

染
レ
ベ
ル
」
に
焦
点
を
当
て
た
。
パ
ネ
ル
は
、
こ
う
し
た
産
品
の
汚
染
可
能
性
と
現
実
の
汚
染
レ
ベ
ル
と
の
正
確
な
関
係
性
を
説
明

し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
パ
ネ
ル
は
、
汚
染
の
可
能
性
と
許
容
レ
ベ
ル
と
の
「
複
合
的
要
素
」
を
混
同
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
評

価
結
果
を
定
式
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

7
（

（5.78-80, 86-87

）。

　

パ
ネ
ル
は
、
日
本
と
他
国
の
食
物
に
関
す
る
放
射
能
汚
染
の
可
能
性
を
比
較
し
た
結
果
、「
日
本
と
他
国
の
産
品
の
大
多
数
が
一

〇
〇
ベ
ク
レ
ル
の
許
容
レ
ベ
ル
を
下
回
る
セ
シ
ウ
ム
し
か
含
ま
な
い
可
能
性
を
有
す
る
」
と
結
論
付
け
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
結

論
は
、
加
盟
国
間
の
領
域
的
条
件
の
差
異
を
考
慮
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
単
に
放
射
能
汚
染
の
可
能
性
の
有
無
を
評
価
し
た
に

過
ぎ
ず
、
汚
染
可
能
性
の
「
相
対
的
な
程
度
」
ま
で
評
価
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
（5.85-87

）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
パ
ネ
ル
は
、
二
条
三
項
に
お
け
る
「
条
件
」
の
比
較
を
、
実
際
上
、
食
物
サ
ン
プ
ル
の
放
射
線
量
の
測
定
値
に

基
づ
い
て
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
パ
ネ
ル
は
、
サ
ン
プ
ル
の
現
実
の
汚
染
レ
ベ
ル
が
許
容
レ
ベ
ル
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
を

も
っ
て
、
加
盟
国
間
が
「
同
様
の
条
件
」
の
下
に
あ
る
こ
と
の
「
決
定
的
な
」
証
拠
と
見
做
し
、
領
域
間
の
「
汚
染
可
能
性
の
程
度

の
差
を
考
慮
し
て
い
な
い
」。
し
た
が
っ
て
、
上
級
委
員
会
は
、
パ
ネ
ル
が
関
連
の
領
域
的
条
件
を
考
慮
し
て
い
な
い
点
で
二
条
三

項
第
一
文
の
適
用
を
誤
っ
た
と
認
定
し
、
全
面
的
輸
入
禁
止
措
置
（
二
県
産
の
マ
ダ
ラ
を
除
く
）
と
追
加
的
検
査
要
求
拡
大
措
置
の

採
用
及
び
全
て
の
問
題
の
措
置
の
維
持
が
二
条
三
項
に
反
す
る
と
し
た
パ
ネ
ル
の
認
定
を
取
り
消
す
（5.89, 9 3

）。

　

な
お
、
上
級
委
員
会
は
、
パ
ネ
ル
に
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
い
て
関
連
の
領
域
的
条
件
の
差
異
を
適
切
に
考
慮
し
た
分
析
を
完

遂
し
、
日
本
と
他
国
の
食
物
の
汚
染
可
能
性
が
同
様
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
。「
二
条
三
項
の
適
用
に
関
す
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る
過
誤
の
認
定
は
、
パ
ネ
ル
の
同
定
し
た
関
連
条
件
の
同
様
性
の
法
的
評
価
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
」（5.90

）。

五　

お
わ
り
に

　

上
級
委
員
会
の
報
告
は
、
二
〇
一
九
年
四
月
一
一
日
に
加
盟
国
へ
送
付
さ
れ
た
後
、
同
月
二
六
日
の
Ｄ
Ｓ
Ｂ
会
合
（
以
下
、
単
に

Ｄ
Ｓ
Ｂ
会
合
）
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
六
月
四
日
に
は
、
韓
国
が
、
関
連
措
置
の
詳
細
を
五
月
三
〇
日
に
再
公
表

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｄ
Ｓ
Ｂ
の
勧
告
と
裁
定
の
実
施
を
完
了
し
た
旨
を
Ｄ
Ｓ
Ｂ
に
通
知
し
て
い
る）

8
（

。
本
稿
を
締
め
括
る
に
当
た
っ
て
、

Ｄ
Ｓ
Ｂ
会
合
で
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
本
件
に
関
し
て
注
目
さ
れ
た
上
級
委
員
会
の
逆
転
判
断
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
解
決
手
続
の
シ
ス

テ
ミ
ッ
ク
な
問
題
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

1　

上
級
委
員
会
の
逆
転
判
断

　

パ
ネ
ル
が
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
五
条
六
項
、
二
条
三
項
、
五
条
七
項
、
七
条
・
附
属
書
Ｂ
⑴
及
び
⑶
の
違
反
を
認
定
し
た
（
八
条
・
附

属
書
Ｃ
⑴
と
の
適
合
性
の
み
を
認
定
）
の
に
対
し
て
、
上
級
委
員
会
は
、
五
条
六
項
、
二
条
三
項
、
五
条
七
項
、
七
条
・
附
属
書
Ｂ
⑶

の
違
反
認
定
を
取
り
消
し
た
。
上
級
委
員
会
が
パ
ネ
ル
の
違
反
認
定
を
首
肯
し
た
の
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｓ
規
制
の
迅
速
な
公
表
義
務
を
定
め

た
附
属
書
Ｂ
⑴
の
手
続
規
定
の
み
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
日
本
は
、
パ
ネ
ル
の
段
階
で
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
勝
訴
し
た
も
の
の
、
上
級
委
員
会
が
パ
ネ
ル
の
認
定
と
結
論
の
実

体
部
分
を
全
て
取
り
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
上
「
逆
転
敗
訴
」
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
パ
ネ
ル
報
告
の
事
実
上
の
破
棄
に

等
し
く
、
こ
れ
ま
で
の
先
例
に
照
ら
し
て
異
例
の
事
態
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
上
級
委
員
会
が
パ
ネ
ル
の
認
定
と
結
論
の
一
部

を
変
更
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
パ
ネ
ル
の
全
て
の
実
体
的
判
断
を
取
り
消
す
こ
と
は
極
め
て
稀
で
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あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
に
関
す
る
上
級
委
員
会
の
先
例
を
瞥
見
す
る
と
、
被
申
立
国
に
よ
る
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
主

権
的
決
定
を
尊
重
す
る
本
件
上
級
委
員
会
の
判
断
自
体
は
必
ず
し
も
驚
嘆
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

も
と
も
と
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
は
、
加
盟
国
の
設
定
し
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
尊
重
と
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
な
ど
の
策
定
し
た
国
際
規
格
に
基
づ
く
加

盟
国
間
で
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
の
調
和
（
同
協
定
の
前
文
）
と
い
う
二
律
背
反
的
な
命
題
を
総
合
し
た
「
デ
リ
ケ
ー
ト
で
慎
重
に
交
渉
さ

れ
た
バ
ラ
ン
ス
」
の
上
に
成
立
し
て
い
る）

9
（

。
そ
の
意
味
で
、
同
協
定
は
「
国
際
主
義
と
国
内
主
義
の
妥
協
の
産
物）

（1
（

」
で
あ
り
、「
玉

虫
色
で
自
己
矛
盾
を
孕
ん
だ
協
定
」
と
も
揶
揄
さ
れ
る
。
同
協
定
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
で
は
、

こ
う
し
た
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
解
釈
適
用
に
お
い
て
両
者
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
持
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
当

該
事
件
の
パ
ネ
ル
が
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
の
規
格
に
沿
っ
た
Ｓ
Ｐ
Ｓ
措
置
の
国
際
的
調
和
を
重
視
す
る
判
断
を
示
し
た
の
に
対
し
て
、
上

級
委
員
会
は
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
設
定
を
「
自
律
的
な
権
利
」
と
位
置
付
け
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
の
で

あ
る
。

　

本
件
に
お
い
て
も
、
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
解
釈
適
用
を
巡
っ
て
、
右
記
事
件
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
パ
ネ
ル
と
上
級
委
員
会
の
対
立
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
パ
ネ
ル
は
、
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
定
質
的
要
素
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
線
量
限
度
と
い
う
定
量
的
要
素
に

統
合
又
は
包
摂
さ
れ
る
と
解
釈
し
、
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
と
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
採
用
し
た
定
量
的
次
元
に
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
収
斂
さ
せ
る
か

た
ち
で
適
用
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
級
委
員
会
は
、
パ
ネ
ル
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
「
多
面
的
な
性
質
」
を
認
め
て
お
き
な
が

ら
、
代
替
措
置
が
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
達
成
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
際
に
定
質
的
要
素
を
定
量
的
要
素
に
事
実
上
「
従
属
さ
せ

た
」
矛
盾
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

　

そ
の
結
果
、
日
本
の
提
案
し
た
代
替
措
置
に
よ
っ
て
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
が
達
成
さ
れ
る
と
し
た
パ
ネ
ル
の
認
定
は
取
り
消
さ
れ
る

に
至
っ
た）

（1
（

。
し
か
し
、
か
よ
う
に
本
件
の
上
級
委
員
会
が
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
設
定
す
る
韓
国
の
主
権
的
権
利
を
尊
重
す
る
判
断
を
示
し
た

こ
と
（
Ｄ
Ｓ
Ｂ
会
合
に
お
け
る
韓
国
政
府
代
表
の
発
言）

（1
（

）
自
体
は
上
級
委
員
会
の
先
例
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
驚
く
に
は
当



72

法学研究 93 巻 4 号（2020：4）

た
ら
な
い）

（1
（

。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
評
価
は
あ
く
ま
で
外
形
的
、
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
本
件
の
上
級
委
員
会
が
真
に
韓
国
の
定
式
化
し

た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
尊
重
す
る
考
え
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
私
見
で
は
あ
る
が
、
上
級
委
員
会
は
、
パ
ネ
ル
が
論

理
的
矛
盾
を
内
包
し
た
ま
ま
強
引
に
結
論
を
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、
従
前
の
上
級
委
員
会
の
掲
げ
た
十
分
な
明
確
性
（
明
晰
性
）

の
基
準
に
従
っ
て
パ
ネ
ル
に
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
「
確
認
」
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
料

し
た
と
も
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。
そ
れ
は
、
上
級
委
員
会
が
被
申
立
国
の
設
定
し
た
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
確
認
す
る
パ
ネ
ル
の
権
限
を
強
調
し
た
上

で
、
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
が
十
分
な
明
確
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
「
は
っ
き
り
と
検
討
し
な
か
っ
た
」
こ
と
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て

い
る
点
な
ど
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
解
決
手
続
の
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
問
題

　

上
級
委
員
会
の
指
摘
し
た
通
り
、
パ
ネ
ル
の
報
告
に
は
い
く
つ
か
の
論
理
矛
盾
と
説
明
不
足
が
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
五
条
六
項

に
関
し
て
は
、
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
多
面
的
性
質
を
認
め
て
お
き
な
が
ら
そ
の
実
際
の
適
用
に
際
し
て
定
質
的
要
素
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、

二
条
三
項
に
関
し
て
は
、
総
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
必
要
性
を
強
調
し
て
お
き
な
が
ら
領
域
的
条
件
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
確
か
に
Ａ

Ｌ
Ｏ
Ｐ
に
関
し
て
は
、
パ
ネ
ル
が
定
量
的
要
素
と
定
質
的
そ
れ
と
の
関
係
性
を
示
唆
し
て
い
た
も
の
の）

（1
（

（7.165-172

）、
上
級
委
員

会
の
指
摘
し
た
よ
う
に
両
要
素
の
「
正
確
な
関
係
性
」
が
明
確
に
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
（5.29

）。

　

た
だ
、
上
級
委
員
会
は
、
パ
ネ
ル
に
よ
る
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
実
体
規
定
違
反
の
認
定
と
結
論
を
全
て
取
り
消
す
一
方
で
、
こ
れ
ら
規

定
と
の
適
合
性
の
検
討
を
完
遂
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
上
級
委
員
会
は
、
五
条
六
項
に
関
し
て
は
、
韓
国

の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
具
体
的
レ
ベ
ル
に
係
る
事
実
問
題
の
検
討
を
要
請
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
二
条
三
項
に
関
し
て
は
、
領
域
的
条
件
の

差
異
を
考
慮
し
た
関
連
条
件
の
同
様
性
の
分
析
が
上
級
委
員
会
の
担
う
「
法
的
評
価
」
で
は
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
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し
か
し
、
上
級
委
員
会
が
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
実
体
規
定
と
の
適
合
性
に
関
す
る
判
断
を
回
避
し
た
こ
と
で
、
果
た
し
て
紛
争
の
迅
速

且
つ
効
果
的
な
解
決
（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
三
条
三
項
、
二
一
条
一
項
）
と
い
う
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
解
決
制
度
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
Ｄ
Ｓ
Ｂ
会
合
に
お
け
る
日
本
政
府
代
表
（
伊
原
純
一
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表
部
大
使
）
の
苛
烈
な
批
判
は
、

こ
の
点
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た）

（1
（

。

　
「
上
級
委
員
会
は
、
パ
ネ
ル
の
理
由
と
説
明
に
お
け
る
技
術
的
な
過
誤
を
理
由
に
、
こ
れ
ら
措
置
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
違
反
と
い
う
パ
ネ
ル
の
実
体

的
認
定
を
取
り
消
し
た
。
そ
の
後
、
上
級
委
員
会
は
、
韓
国
の
差
別
的
措
置
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
違
反
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
取
り
組
ま
な
か
っ

た
た
め
に
、
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
…
…
上
級
委
員
会
の
報
告
は
紛
争
の
本
質
的
な
解
決
を
も
た
ら
さ
ず
、
紛
争
の
迅

速
な
解
決
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
実
効
的
機
能
に
不
可
欠
と
す
る
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
原
則
に
違
背
す
る
。
日
本
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
適
合
性
の
判
断
を
回
避
し
た
上
級

委
員
会
の
姿
勢
に
疑
問
を
感
じ
る
。」

　

上
級
委
員
会
が
法
的
分
析
を
完
遂
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
問
題
の
措
置
の
Ｓ
Ｐ
Ｓ
協
定
適
合
性
だ
け
で
な
く
、
パ
ネ
ル
の
事
実
認

定
の
有
効
性
も
曖
昧
な
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｂ
会
合
に
お
け
る
日
本
と
韓
国
の
発
言
に
如
実
に
表
わ
れ

て
い
る
。
日
本
政
府
代
表
は
、「
日
本
の
食
物
の
安
全
性
に
関
す
る
パ
ネ
ル
の
事
実
認
定
が
争
わ
れ
て
お
ら
ず
、
本
会
合
で
採
択
さ

れ
た
」
と
い
う
認
識
を
明
ら
か
に
し
た）

（1
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
政
府
代
表
は
、
パ
ネ
ル
の
認
定
が
日
本
の
生
態
学
上
及
び
環
境
上

の
状
況
を
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
に
、
そ
の
法
的
認
定
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
関
連
し
た
事
実
認
定
も
法
的
効
果
を
有
し
な

い
と
反
論
し
て
い
る）

（1
（

。

　

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
制
度
で
は
、
国
際
裁
判
と
し
て
は
珍
し
く
「
審
級
制
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
そ
れ
は
、

日
本
の
裁
判
所
な
ど
で
採
用
さ
れ
て
い
る
三
審
制
で
は
な
く
、
二
審
制
で
あ
る
。
第
一
審
に
相
当
す
る
パ
ネ
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
「
事

実
審
」
と
し
て
事
実
認
定
と
法
的
解
釈
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
紛
争
当
事
国
が
上
訴
し
た
場
合
に
は
、
第
二
審
（
最
終
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審
）
に
当
た
る
上
級
委
員
会
が
、
い
わ
ゆ
る
「
法
律
審
」
と
し
て
、
パ
ネ
ル
報
告
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
法
的
な
問
題
」
と
パ
ネ
ル

の
行
っ
た
「
法
的
解
釈
」
だ
け
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
一
七
条
六
項
）。

　

そ
れ
で
は
、
上
級
委
員
会
は
、
パ
ネ
ル
報
告
を
破
棄
し
た
場
合
、
紛
争
の
迅
速
且
つ
効
果
的
な
解
決
を
確
保
す
る
た
め
に
、
最
終

審
と
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
現
行
の
Ｄ
Ｓ
Ｕ
に
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
想
定

し
た
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
Ｄ
Ｓ
Ｂ
会
合
に
お
い
て
、
日
本
政
府
代
表
は
、
上
級
委
員
会
に
よ
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
適
合
性
の
判
断
回

避
と
い
う
「
不
幸
な
結
果
」
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
解
決
手
続
の
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
問
題
を
提
起
し
た
と
し
て
、
Ｄ
Ｓ
Ｂ
特
別
会
合
に
お
い

て
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
見
直
し
作
業
に
積
極
的
に
参
加
す
る
意
志
を
表
明
し
て
い
る）

11
（

。

　

本
件
で
提
起
さ
れ
た
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
問
題
を
解
決
す
る
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
上
級
委
員
会
の
破
棄
し
た
事
案
を
原
審
の
パ
ネ

ル
に
「
差
戻
す
」
規
定
を
Ｄ
Ｓ
Ｕ
に
挿
入
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
日
本
の
民
事
訴
訟
法
三
二
五
条
は
、
法
律
審
の
上

告
裁
判
所
（
通
常
は
最
高
裁
判
所
）
が
原
判
決
を
破
棄
し
た
場
合
に
原
裁
判
所
（
原
審
）
に
差
戻
す
制
度
を
定
め
て
い
る
。
Ｄ
Ｓ
Ｂ
会

合
に
お
い
て
差
戻
し
制
度
の
必
要
性
を
強
調
し
た
の
は
、
カ
ナ
ダ
政
府
で
あ
る
。
同
代
表
は
、
本
件
上
訴
が
「
問
題
の
満
足
す
べ
き

解
決
」（
Ｄ
Ｓ
Ｕ
三
条
四
項
）
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
原
因
と
し
て
、
現
行
の
Ｄ
Ｓ
Ｕ
が
上
級
委
員
会
に
原
パ
ネ
ル

へ
の
差
戻
し
権
限
を
認
め
て
い
な
い
点
を
挙
げ
て
い
る
。
同
国
は
Ｄ
Ｓ
Ｂ
特
別
会
合
に
お
い
て
差
戻
し
制
度
の
導
入
を
推
進
し
て
き

た
が
、
本
件
に
よ
っ
て
当
該
制
度
の
必
要
性
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う）

1（
（

。

　

一
九
九
四
年
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
閣
僚
会
議
に
お
い
て
Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
廃
止
を
含
む
「
抜
本
的
な
見
直
し
」
が
決
定
さ
れ
て
以
降
、
Ｄ
Ｓ
Ｂ

特
別
会
合
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
改
正
案
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
差
戻
し
制
度
の
導
入
は
そ
の
中
心
的
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、

い
ず
れ
の
紛
争
当
事
国
に
差
戻
し
の
権
限
を
認
め
る
の
か
（
現
行
案
で
は
上
級
委
員
会
に
差
戻
し
の
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
）、
上

級
委
員
会
に
お
い
て
部
分
的
に
完
遂
さ
れ
た
検
討
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
の
か
（
Ｄ
Ｓ
Ｂ
に
お
け
る
先
行
又
は
一
括
し
た
採
択
）
な

ど
の
問
題
を
巡
っ
て
意
見
が
対
立
し
て
お
り
、
未
だ
成
案
を
得
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い）

11
（

。
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シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
問
題
の
も
う
一
つ
の
解
決
策
と
し
て
は
、
同
じ
く
民
事
訴
訟
法
に
倣
っ
て
、
上
級
委
員
会
自
身
が
法
的
検
討
を

完
遂
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
同
法
三
二
六
条
一
項
は
、
上
告
裁
判
所
が
「
確
定
し
た
事
実
」
に
つ
い
て
憲
法
そ
の
他
の
法
令
の

適
用
を
誤
っ
た
こ
と
を
理
由
に
原
判
決
を
破
棄
す
る
場
合
、「
事
件
が
そ
の
事
実
に
基
づ
き
裁
判
を
す
る
の
に
熟
す
る
と
き
」
に
上

告
裁
判
所
自
身
が
原
審
に
代
わ
っ
て
裁
判
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る
破
棄
自
判
を
認
め
て
い
る
。

　

従
前
の
上
級
委
員
会
は
、
い
わ
ば
慣
行
と
し
て
、
一
定
条
件
の
下
で
自
判
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
条
件
と
は
、
上
級
委
員
会
が
自

判
を
行
う
の
に
十
分
な
事
実
的
基
礎
を
提
供
す
る
パ
ネ
ル
の
事
実
認
定
及
び
（
又
は
）
パ
ネ
ル
の
記
録
上
の
争
わ
れ
て
い
な
い
事
実

が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
Ｆ
Ｉ
Ｔ
事
件
の
上
級
委
員
会
は
、
補
助
金
及
び
相
殺
措
置
協
定
一
条
一
項
⒝
の
利
益

分
析
に
関
す
る
パ
ネ
ル
の
認
定
と
結
論
を
取
り
消
し
た
の
ち
、
日
本
と
Ｅ
Ｕ
の
要
請
に
応
じ
て
、
パ
ネ
ル
の
事
実
認
定
と
パ
ネ
ル
の

記
録
上
の
争
わ
れ
て
い
な
い
事
実
に
基
づ
い
て
利
益
分
析
を
完
遂
し
よ
う
と
試
み
て
い
る）

11
（

。

　

本
件
に
関
し
て
は
、
上
級
委
員
会
の
自
判
に
必
要
な
パ
ネ
ル
の
記
録
上
の
争
わ
れ
て
い
な
い
事
実
（
特
に
関
連
の
デ
ー
タ
）
が
十

分
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
級
委
員
会
は
、
パ
ネ
ル
の
認
定
と
結
論
の
実
体
部
分
を
全
て
取
り
消
す
一

方
で
、
自
判
の
意
思
を
全
く
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
、
日
本
が
カ
ナ
ダ
Ｆ
Ｉ
Ｔ
事
件
の
時
の
よ
う
に
上
訴
に
際
し
て
自
判
を

要
請
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
事
実
、
上
級
委
員
会
は
、
五
条
六
項
の
検
討
を
完
遂
し
な
い
理
由
と
し
て
、

紛
争
当
事
国
か
ら
韓
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
具
体
的
レ
ベ
ル
を
検
討
す
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
韓
国
政
府

は
、
Ｄ
Ｓ
Ｂ
会
合
に
お
い
て
こ
の
点
を
指
摘
し
て
お
り
、
日
本
が
「
パ
ネ
ル
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
同
意
し
な
い
場
合
に
分
析
を
完
遂
す

る
こ
と
を
上
級
委
員
会
に
要
請
し
て
」
お
ら
ず
、「
今
に
な
っ
て
こ
れ
ま
で
全
く
要
請
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
［
上
級
委
員
会
が
］

行
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
非
難
す
る
の
は
お
門
違
い
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

　

確
か
に
、
本
件
以
前
に
上
級
委
員
会
が
自
判
を
試
み
た
事
案
を
調
べ
て
み
る
と
、
カ
ナ
ダ
Ｆ
Ｉ
Ｔ
事
件
だ
け
で
な
く
、
米
国
ガ
ソ

リ
ン
事
件
や
Ｅ
Ｃ
ア
ス
ベ
ス
ト
事
件
に
お
い
て
も
、
紛
争
当
事
国
が
上
訴
の
際
に
自
判
を
要
請
し
て
い
る
。
た
だ
、
筆
者
の
調
べ
た
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上
級
委
員
会
に
よ
る
一
四
の
自
判
事
例
の
中
で
紛
争
当
事
国
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
は
そ
の
半
数
に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
半
数
は
上
級

委
員
会
自
身
が
職
権
又
は
職
責
に
基
づ
い
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
上
級
委
員
会
の
自
判
に
紛
争
当
事
国
の
要

請
が
必
須
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
し
か
も
、
自
判
の
要
請
は
、
通
常
、
上
級
委
員
会
が
自
国
に
不
利
な
パ
ネ
ル
の
判
断
（
判
断
の
回

避
、
付
託
事
項
範
囲
外
の
認
定
を
含
む
）
を
取
り
消
し
た
場
合
に
備
え
て
行
う
も
の
で
あ
る）

11
（

。

　

以
上
か
ら
、
本
件
に
関
し
て
、
上
級
委
員
会
は
、
本
来
七
名
で
構
成
さ
れ
る
委
員
（
順
番
で
三
名
が
事
件
を
担
当
）
が
当
時
は
ぎ
り

ぎ
り
の
三
名
し
か
い
な
か
っ
た
（
昨
年
一
二
月
一
〇
日
に
は
残
り
二
名
の
任
期
も
満
了
）
と
い
う
特
殊
事
情
が
あ
っ
た
に
し
ろ
、
紛
争

の
迅
速
且
つ
効
果
的
な
解
決
を
図
る
た
め
に
、
パ
ネ
ル
の
記
録
上
の
争
わ
れ
て
い
な
い
事
実
に
基
づ
い
て
職
権
又
は
職
責
に
よ
る
自

判
を
試
み
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

（
1
）　

上
級
委
員
会
報
告
の
送
付
ま
で
に
三
一
ヶ
国
が
輸
入
規
制
を
撤
廃
し
て
お
り
、
そ
れ
以
降
に
撤
廃
し
た
の
は
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、

ブ
ル
ネ
イ
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
三
ヶ
国
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
一
月
一
〇
日
の
時
点
で
、
輸
入
禁
止
措
置
を
取
っ
て
い
る
国
と
地
域
は
香

港
、
中
国
、
台
湾
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
韓
国
、
マ
カ
オ
、
米
国
（
一
部
撤
廃
）
で
、
日
本
に
検
査
措
置
を
要
求
し
て
い
る
の
は
一
一
の
国

（
自
国
検
査
を
実
施
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
を
除
く
）・
地
域
と
Ｅ
Ｕ
で
あ
る
。「
原
発
事
故
に
よ
る
諸
外
国
・
地
域
の
食
品
等
の
輸
入
規
制
の

撤
廃
・
緩
和
」（
農
林
水
産
省
の
Ｈ
Ｐ
）
な
ど
を
参
照
。

（
2
）　Request for the Establishm

ent of a Panel by Japan, W
T

/D
S495/3, paras. 11-16.; K

orea-Im
ports Bans, and 

T
esting and Certification Requirem

ents for Radionuclides, Report of the Panel, W
T

/D
S495/R, paras. 2.86-116, 

T
able 8 and Figure 5.

（
3
）　W

T
/D

S495/3, paras. 17-20.; W
T

/D
S495/R, paras. 2.112-116 and 3.1.

（
4
）　

パ
ネ
ル
の
結
論
は
、
問
題
の
措
置
が
五
条
七
項
の
四
要
件
を
具
備
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（7.67, 341

）。
し
か
し
、
上
級

委
員
会
は
、
日
本
の
請
求
の
根
拠
規
定
に
そ
も
そ
も
五
条
七
項
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
韓
国
も
関
連
の
文
脈
と
し
て
当
該
規
定
に
言
及
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
パ
ネ
ル
が
付
託
事
項
の
範
囲
外
の
問
題
に
つ
い
て
認
定
を
行
っ
た
と
非
難
し
、
そ
の
法
的
効
果
を
喪
失
さ
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せ
る
「
ム
ー
ト
」
を
宣
告
し
て
い
る
（5.120

）。

（
5
）　

本
件
パ
ネ
ル
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ラ
ー
ズ
（W

illiam
 Ehlers

）
委
員
長
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
エ
ッ
ゼ
デ
ィ
ン
・

ブ
ー
ト
リ
フ
（Ezzeddine Boutrif

）、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ミ
ン
・
ナ
イ
ン
・
ウ
ー
（M

inn N
aing O

o

）
の
三
名
で
構
成
さ
れ
た
。

（
6
）　

マ
ダ
ラ
の
出
荷
制
限
は
、
青
森
が
二
〇
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
、
岩
手
と
宮
城
が
二
〇
一
三
年
一
月
一
七
日
、
茨
城
が
二
〇
一
四
年

一
一
月
二
〇
日
、
福
島
が
二
〇
一
五
年
二
月
二
四
日
、
福
島
の
ス
ケ
ト
ウ
ダ
ラ
の
そ
れ
は
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
七
日
に
解
除
さ
れ
て
い

る
。W

T
/D

S495/R, T
able 6.

（
7
）　

パ
ネ
ル
の
分
析
結
果
は
、
潜
在
的
な
セ
シ
ウ
ム
汚
染
が
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
を
下
回
る
（7.303

）、
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
汚
染

の
可
能
性
が
低
い
（7.311
）、
セ
シ
ウ
ム
・
レ
ベ
ル
が
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
を
下
回
る
（7.306

）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
で
定
式
化
さ
れ

て
い
る
。

（
8
）　W

T
/D

S495/15, 5 June 2019.

（
9
）　EC M

easures concerning M
eat and M

eat Products 

（H
orm

ones

）, W
T

/D
S26/A

B/R, W
T

/D
S48/A

B/R, para. 
177. 

拙
稿
「
Ｅ
Ｃ
の
ホ
ル
モ
ン
牛
肉
輸
入
制
限
事
件
に
つ
い
て
（
二
・
完
）」
法
学
研
究
七
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
七
六
頁
。

（
10
）　

松
下
満
雄
「
非
貿
易
的
関
心
事
項
へ
の
取
り
組
み
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
今
後
―
原
論
的
考
察
―
」
日
本
国
際
経
済
法
学
会
年
報
九
号
（
二
〇

〇
〇
年
）
一
五
七
頁
。

（
11
）　

パ
ネ
ル
と
上
級
委
員
会
の
ス
タ
ン
ス
の
相
違
は
、
前
者
が
十
分
明
確
な
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
設
定
す
る
加
盟
国
の
義
務
を
強
調
し
た
の
に
対

し
て
、
後
者
が
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
の
設
定
を
加
盟
国
の
大
権
と
位
置
付
け
て
い
る
点
や
、
加
盟
国
が
明
確
な
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
を
設
定
し
て
い
な
い
場
合

の
パ
ネ
ル
の
権
限
に
関
し
て
、
前
者
が
「
確
定
」
の
文
言
（
豪
州
サ
ケ
事
件
上
級
委
員
会
）
を
使
用
し
た
の
に
対
し
て
、
後
者
が
「
確

認
」（
イ
ン
ド
農
産
物
事
件
上
級
委
員
会
）
を
使
用
し
て
い
る
点
に
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
12
）　

Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
の
上
級
委
員
会
は
、
Ｅ
Ｃ
の
措
置
が
リ
ス
ク
評
価
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
し
た
パ
ネ
ル
の
認
定
と
結
論
自
体
は

変
更
し
て
い
な
い
。
拙
稿
「
前
掲
論
文
」
四
六
―
四
七
頁
。

（
13
）　W

T
/D

SB/M
/428, para. 9.2.

（
14
）　

二
〇
一
九
年
八
月
一
六
日
に
開
か
れ
た
自
民
党
外
交
部
会
等
の
合
同
会
議
に
お
い
て
、
外
務
省
か
ら
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

る
。
日
本
経
済
新
聞
五
月
一
六
日
夕
刊
及
び
翌
日
の
朝
刊
。
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（
15
）　

川
瀬
教
授
も
同
様
の
捉
え
方
を
し
て
い
る
。
川
瀬
剛
志
「
韓
国
・
放
射
性
核
種
輸
入
制
限
事
件
再
訪
―
Ｗ
Ｔ
Ｏ
上
級
委
員
会
報
告
を

受
け
て
」
経
済
産
業
研
究
所
Ｈ
Ｐ
のSpecial Report

を
参
照
。

（
16
）　

Ｄ
Ｓ
Ｂ
会
合
に
お
い
て
、
日
本
の
法
律
専
門
家
は
、
五
条
六
項
に
関
し
て
、
韓
国
が
パ
ネ
ル
審
理
開
始
前
に
は
自
国
の
Ａ
Ｌ
Ｏ
Ｐ
と

し
て
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
の
定
量
的
要
素
だ
け
を
挙
げ
て
い
た
の
に
、
審
理
途
中
に
二
つ
の
定
質
的
要
素
を
追
加
し
た
こ
と
、
パ
ネ

ル
が
定
量
的
要
素
と
定
質
的
要
素
の
関
係
性
を
十
分
に
論
じ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
た
二
条
三
項
に
関
し
て
は
、「
ま
だ
産
品
に
は
具
現
し

て
い
な
い
関
連
の
領
域
的
条
件
」
が
存
在
す
る
と
い
う
の
は
条
約
解
釈
と
は
無
縁
の
「
政
策
判
断
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
食
物
汚

染
の
可
能
性
に
領
域
的
差
異
が
あ
る
と
い
う
評
価
は
事
実
の
認
定
で
あ
り
、
法
律
審
の
権
限
を
踰
越
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

W
T

/D
SB/M

/428, paras. 9.9-11.

（
17
）　W

T
/D

SB/M
/428, para. 9.3.

（
18
）　Ibid.

（
19
）　Ibid., para. 9.25.

（
20
）　Ibid., paras. 9.3, 27.

（
21
）　Ibid., para. 9.13.

（
22
）　Special Session of the D
ispute Settlem

ent Body, T
N

/D
S/27, 6 A

ugust 2015, paras. 3.29-33. 

Ｄ
Ｓ
Ｕ
の
見
直
し
作
業

は
、
当
初
予
定
さ
れ
た
一
九
九
九
年
一
月
に
は
完
了
せ
ず
、
二
〇
〇
一
年
の
ド
ー
ハ
閣
僚
会
議
に
お
い
て
他
の
作
業
計
画
か
ら
切
り
離
さ

れ
た
。
し
か
し
、
翌
年
四
月
に
第
一
回
Ｄ
Ｓ
Ｂ
特
別
会
合
が
開
催
さ
れ
て
以
降
、
見
直
し
作
業
が
継
続
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

（
23
）　

カ
ナ
ダ
Ｆ
Ｉ
Ｔ
事
件
の
上
級
委
員
会
は
、
最
終
的
に
は
パ
ネ
ル
の
事
実
認
定
と
パ
ネ
ル
の
記
録
上
の
争
わ
れ
て
い
な
い
事
実
が
不
十

分
で
あ
る
た
め
に
利
益
分
析
を
完
遂
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
敢
え
て
完
遂
し
よ
う
と
す
れ
ば
当
事
国
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
を
侵

害
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
結
論
付
け
た
。Canada-Certain M

easures A
ffecting the Renew

able Energy Generation Sector, 
W

T
/D

S412/A
B/R, W

T
/D

S426/A
B/R, paras. 5.223-246.

（
24
）　W

T
/D

SB/M
/428, para. 9.25.

（
25
）　

要
請
に
基
づ
く
自
判
は
、
こ
れ
ら
三
事
件
以
外
に
、
Ｅ
Ｃ
ホ
ル
モ
ン
事
件
、
カ
ナ
ダ
雑
誌
事
件
（D

S31

）、
米
国
外
国
販
売
会
社
課

税
事
件
（D

S108

）、
米
国
オ
ム
ニ
バ
ス
歳
出
法
事
件
（D

S176

）、
ま
た
職
権
又
は
職
責
に
よ
る
自
判
は
、
豪
州
サ
ケ
事
件
（D

S18

）、
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海
老
海
亀
事
件
（D

S58

）、
Ｅ
Ｕ
鶏
肉
事
件
（D

S69

）、
カ
ナ
ダ
民
間
航
空
機
事
件
（D

S70/A
B/RW

）、
日
本
農
産
物
事
件
（D

S76

）、

米
国
グ
ル
テ
ン
小
麦
事
件
（D

S166

）、
米
国
ラ
ム
肉
事
件
（D

S177, D
S178

）
で
あ
る
。

（
26
）　

例
え
ば
、
韓
国
の
日
本
製
空
気
バ
ル
ブ
ダ
ン
ピ
ン
グ
防
止
税
事
件
を
上
訴
す
る
際
に
、
日
本
は
、
パ
ネ
ル
が
付
託
事
項
の
範
囲
外
と

し
た
認
定
を
取
り
消
す
場
合
、
そ
れ
に
関
連
し
た
国
内
産
業
の
定
義
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
輸
入
量
及
び
ダ
ン
ピ
ン
グ
輸
入
が
国
内
産
業
に
及
ぼ

す
影
響
に
関
す
る
検
討
を
完
遂
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
た
だ
、
上
級
委
員
会
は
、
そ
の
要
請
に
応
じ
て
検
討
を
行
っ
た
も
の
の
、
ダ
ン

ピ
ン
グ
輸
入
量
を
パ
ネ
ル
の
検
討
し
た
範
囲
内
で
認
定
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。K

orea-A
nti-D

um
ping D

uties on Pneum
atic 

V
alves from

 Japan, W
T

/D
S504/A

B/R, paras. 5.303-367.




